
第
一

は

じ

め

に

一

請
負
人
は
、
注
文
者
と
の
間
で
合
意
し
た
仕
事
を
完
成
す
る
義
務
を
負
い
、
完
成
し
た
仕
事
が
有
形
物
の
場
合
に
は
、
さ
ら

に
仕
事
を
注
文
者
に
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
（
民
法
第
六
三
二
条)

。
こ
の
よ
う
に
、
請
負
契
約
に
お
い
て
は
、
請
負
人
の
仕
事
完

成
義
務
が
先
履
行
義
務
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
れ
ゆ
え
、
仕
事
完
成
前
に
お
い
て
も
、
請
負
人
の
仕
事
完
成
義
務
に
関
し
て
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債
務
不
履
行
が
生
じ
う
る
こ
と
と
な
る
。
典
型
的
・
類
型
的
に
は
、
請
負
人
が
、
仕
事
に
着
手
し
な
い
場
合
、
仕
事
を
途
中
で
中
止

し
た
場
合
、
請
負
人
が
契
約
内
容
通
り
に
仕
事
を
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
る
。

(

�)
こ
の
点
で
、
仕
事
完
成
後
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
仕
事
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
存
在
す
る
場
合
の
問
題
処
理
に
関
し
て
、
請
負
契
約

と
売
買
契
約
と
を
同
様
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
と
し
て
も
、
仕
事
完
成
前
に
お
け
る
請
負
人
の
仕
事
完
成
義
務
に
関
す

る
、
注
文
者
と
請
負
人
と
の
関
係
は
、
売
買
契
約
に
は
類
型
的
に
予
定
さ
れ
て
い
な
い
、
請
負
契
約
に
独
自
の
問
題
領
域
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
請
負
人
は
、
完
成
し
た
仕
事
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
り
、
先
履
行
義
務
で
あ
る
仕
事
完
成
義
務
を
ど

の
よ
う
に
し
て
遂
行
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
請
負
人
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
て
、
注
文
者
は
、
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
完
成

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
指
図
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
請
負
契
約
の
理
念
型
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
に
お
い
て
は
、
請
負
契
約
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
債
権
者
と
し
て
の
注
文
者
の
利
益
は
、

原
則
と
し
て
、
仕
事
の
結
果
に
対
し
て
請
負
人
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
前
提
に
、
仕
事
完
成
後
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
（
民
法
第

六
三
四
条
〜
第
六
四
〇
条
）
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
建
築
請
負
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
仕
事
の
完
成
ま
で
に
一
定
の
期
間
を
要
し
、
か
つ
そ
の
報
酬
額
が
多
額
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
注
文
者
と
し
て
は
、
請
負

人
の
仕
事
完
成
ま
で
の
間
、
請
負
人
の
専
門
性
と
も
相
俟
っ
て
、
容
易
に
指
図
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
な
明
白
な
不

履
行
の
場
合
を
措
き
、
ま
っ
た
く
請
負
人
を
信
頼
し
て
、
い
わ
ば
何
も
手
出
し
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
法
的
に
も
リ
ジ
ッ
ド

に
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
、
契
約
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
注
文
者
の
利
益
を
損
な
う
結
果
と
な
る
場
合
が
存
在
す
る

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
最
も
極
限
的
な
場
合
が
、
注
文
者
が
、
専
門
知
識
、
技
術
な
い
し
は
資
産
な
ど
に
関
し
、
請
負
人
に

疑
念
を
抱
き
、
彼
に
対
す
る
信
頼
を
失
い
、
請
負
契
約
を
解
消
し
た
い
と
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
請
負
人
に
対
す
る
注
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文
者
の
疑
念
が
、
規
範
的
観
点
か
ら
し
て
正
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け

る
注
文
者
と
請
負
人
と
の
間
の
利
益
調
整
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

の
も
と
に
、
仕
事
完
成
前
に
注
文
者
が
請
負
人
の
仕
事
完
成
義
務
に
対
し
て
不
安
な
い
し
疑
問
を
抱
き
、
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に

お
け
る
両
者
の
法
律
関
係
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
べ
き
か
、
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
若
干
の
敷
衍
を
し
て
お

こ
う
。

二

請
負
人
の
仕
事
完
成
前
に
注
文
者
が
請
負
契
約
を
解
除
し
う
る
場
合
と
し
て
、
民
法
典
は
二
つ
の
場
合
を
予
定
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
請
負
人
の
仕
事
の
内
容
や
方
法
が
当
事
者
の
合
意
と
異
な
っ
て
い
る
な
ど
、
請
負
人
の
不
完
全
履
行
を
理
由
と
す
る
場

合
（
民
法
第
四
一
五
条
、

(

�)

同
第
五
四
一
条
、
同
第
五
四
三
条)

、

(

�)

お
よ
び
、
注
文
者
の
任
意
解
除
権
（
民
法
第
六
四
一
条)

、
で
あ

る
。

(

�)

不
完
全
履
行
に
よ
る
解
除
は
、
請
負
人
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
解
除
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
注
文

者
は
さ
ら
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
も
な
し
う
る
こ
と
と
な
る
（
民
法
第
五
四
五
条
第
三
項
参
照)

。
こ
れ
に
対
し
、
任
意
解
除
権
の

行
使
に
よ
る
解
除
は
、
請
負
人
の
債
務
不
履
行
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

(

�)

何
ら
特
別
の
理
由
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
契
約

を
解
除
し
う
る
も
の
の
、

(

�)

解
除
し
た
注
文
者
は
、
請
負
人
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
二

つ
の
解
除
は
、
そ
の
効
果
に
着
目
す
る
と
、
不
完
全
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
の
場
合
に
は
注
文
者
側
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
る

の
に
対
し
、
注
文
者
の
任
意
解
除
権
に
よ
る
場
合
に
は
請
負
人
側
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
る
点
に
お
い
て
、
両
者
は
、
決
定
的
に

異
な
り
、
対
極
に
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
後
の
裁
判
例
に
お
け
る
検
討
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
注
文
者
が
請
負
人
の
債
務
不

履
行
を
理
由
と
し
て
契
約
の
解
除
を
主
張
し
た
も
の
の
、
請
負
人
側
か
ら
、
注
文
者
の
解
除
は
任
意
解
除
権
の
行
使
で
あ
る
旨
主
張

さ
れ
る
場
合
に
、
最
も
先
鋭
化
す
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
解
除
は
、
そ
の
要
件
お
よ
び
効
果
に
お
い
て
、
注
文
者
あ
る
い
は
請
負
人
に
一
方
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

て
、
前
述
の
よ
う
に
、
注
文
者
の
解
除
が
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
そ
の
効
果
に
大
き
な
違
い
が

生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
注
文
者
は
、
以
上
二
つ
の
解
除

原
因
以
外
に
さ
ら
に
第
三
の
場
合
と
し
て
解
除
を
な
し
う
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
も
し
可
能
で
あ
る
と
し
て

そ
の
場
合
の
解
除
の
効
果
と
し
て
、
と
り
わ
け
請
負
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
（
注
文
者
の
損
害
賠
償
義
務
）
が
縮
減
な
い
し
脱
落
す

る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
か
。
こ
の
点
の
解
釈
論
的
基
礎
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
り
、
課
題
で
あ
る
。

(

�)

三

以
下
で
は
、
ま
ず
、
課
題
を
よ
り
実
務
に
即
し
て
現
実
化
す
る
た
め
に
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
即
し
て
適
切
と
考
え
ら
れ
る

最
近
の
下
級
審
の
裁
判
例
を
紹
介
し
、
そ
の
法
的
構
成
の
特
徴
を
整
理
す
る
（
第
二)

。
そ
の
後
に
、
ま
ず
、
信
頼
関
係
破
壊
の
法

理
に
関
す
る
議
論
を
概
観
し
、
請
負
契
約
の
場
合
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
三)

。
つ
ぎ
に
、
民
法
第
六
四
一
条
の
注
文

者
の
任
意
解
除
権
規
定
に
つ
い
て
の
判
例
・
学
説
の
蓄
積
を
、
本
稿
に
関
連
す
る
範
囲
で
整
理
し
、
そ
の
「
流
用
」(

転
用
）
可
能

性
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
四)

。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
解
釈
試
論
上
の
課
題
を
整
理
し
、
新
た
な
課
題
と
方
法
を
提
示
す
る

予
定
で
あ
る
（
第
五)

。

(

�)

民
法
第
六
三
三
条
本
文
は
、
報
酬
の
支
払
い
と
仕
事
の
目
的
物
の
引
渡
し
と
が
同
時
履
行
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
請
負
人
の
仕
事
完
成
義
務
の
先
履
行
義
務
性
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
は
任
意
規
定
で
あ
る
。
と
り
わ
け
建
築
請

負
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
に
、
本
条
が
特
約
に
よ
り
排
除
さ
れ
、
前
払
い
と
な
っ
て
い
る
点
は
、
注
意
を
要
す
る
。
た
と
え
ば
、
契

約
時
、
着
工
時
、
上
棟
時
、
引
渡
時
に
そ
れ
ぞ
れ
分
割
し
て
支
払
う
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
法
制
定
当
初
か
ら
、(

弱

い
）
請
負
人
の
資
力
を
、
注
文
者
の
報
酬
前
払
い
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
一
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
の
「
慣
行
」
は
、
し
か
し
、
請
負
人
と
注
文
者
の
力
量
が
逆
転
し
て
い
る
類
型
に
お
い
て
も
、
現
在
ま
で
脈
々
と
承
継
さ
れ
て
お
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り
、
資
力
の
あ
る
（
強
い
）
請
負
人
（
施
工
業
者
）
と
、
資
力
の
な
い
（
弱
い
）
一
般
の
消
費
者
た
る
注
文
者
（
施
工
主
）
と
の
間
に
お

け
る
（
個
人
住
宅
の
）
建
築
請
負
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
報
酬
の
「
分
割
的
前
払
い
」
の
特
約
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
、
本
稿
と
は

直
接
関
係
し
な
い
も
の
の
、
一
考
に
値
す
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
種
々
の
場
面
で
念
頭
に
お
い
て
お
く
べ
き
法
律
状
態
で
あ
る
。
事
実
、

報
酬
前
払
い
と
い
う
か
か
る
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
完
成
建
物
の
所
有
権
の
帰
属
、
と
い
う
彼
の
問
題
に
も
、
大
き
な
影
響
を
与
え

て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(

�)

我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
（
民
法
講
義
Ⅴ
３
』(

岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
六
一
四
頁
〜
六
一
五
頁
。

(

�)

我
妻
・
前
掲
書
六
一
五
頁
は
、「
注
文
者
は
、
仕
事
の
途
中
で
、
請
負
人
が
契
約
の
内
容
（
例
え
ば
設
計
図
）
通
り
に
仕
事
を
し
な

い
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
と
き
に
変
更
を
請
求
し
得
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
請
負
人
が
正
当
な
理
由
な
し
に
こ
れ
に
従

わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
点
で
債
務
不
履
行
を
生
ず
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
請
負
人
が
仕
事
を
未
完
成
に
放
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
期
限
到
来
前
に
、
履
行
不
能
を
理
由
と
し
て
民
法
第
五
四
三

条
に
よ
り
注
文
者
の
解
除
を
認
め
た
大
判
大
正
一
五
年
一
一
月
二
五
日
民
集
五
巻
一
一
号
七
六
三
頁
。
ま
た
、
東
京
地
判
平
成
四
年
一
一

月
三
〇
日
判
タ
八
二
五
号
一
七
〇
頁
は
、「
請
負
契
約
に
お
い
て
は
、
注
文
主
は
、
目
的
物
完
成
前
で
あ
っ
て
も
、
目
的
物
に
重
大
な
瑕

疵
が
あ
り
、
請
負
人
が
期
日
ま
で
に
約
定
ど
お
り
の
目
的
物
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
も
は
や

契
約
関
係
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
注
文
主
に
と
っ
て
酷
で
あ
っ
て
相
当
で
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
民
法
五
四
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

請
負
契
約
を
解
除
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

(

�)

商
法
第
五
八
二
条
に
も
、
運
送
人
の
処
分
権
に
関
し
て
、
類
似
の
規
定
が
存
在
す
る
。「
①
荷
送
人
又
ハ
貨
物
引
換
証
ノ
所
持
人
ハ

運
送
人
ニ
対
シ
運
送
ノ
中
止
、
運
送
品
ノ
返
還
其
他
ノ
処
分
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
運
送
人
ハ
既
ニ
為
シ
タ
ル
運
送
ノ

割
合
ニ
応
ス
ル
運
送
費
、
立
替
金
及
ヒ
其
処
分
ニ
由
リ
テ
生
シ
タ
ル
費
用
ノ
弁
済
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②
前
項
ニ
定
メ
タ
ル
荷
送
人

ノ
権
利
ハ
運
送
品
カ
到
達
地
ニ
達
シ
タ
ル
後
荷
受
人
カ
其
引
渡
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
消
滅
ス｣

。
民
法
第
六
四
一
条
（｢

損
害
」
の
「
賠

償｣

）
と
異
な
り
、
運
送
人
の
請
求
権
の
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
（
額
）
が
少
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

運
送
人
（
請
負
人
）
の
仕
事
（
運
送
）
が
大
量
的
・
画
一
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
、
と
い
う
（
我
妻
・
前
掲
書
六
五
〇
。
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東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
五
月
二
八
日
判
時
一
一
五
八
号
二
〇
〇
頁
も
こ
の
理
を
援
用
す
る
。)

。

(
�)

大
判
大
正
七
年
二
月
二
〇
日
民
録
二
四
輯
三
四
九
頁
。

(
�)
我
妻
・
前
掲
書
六
五
〇
頁
、
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
編
集
代
表
『
新
版
注
釈
民
法
�
』(

有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
一
七
一
頁
〔
打
田

�

一
・
生
熊
長
幸]

、
栗
田
哲
男
『
現
代
民
法
研
究
�
請
負
契
約
』(

信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
一
六
六
頁
。
大
判
大
正
七
年
二
月
二
〇
日

民
録
二
四
輯
三
四
九
頁
。

(

�)

も
っ
と
も
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
外
国
法
（
特
に
ド
イ
ツ
法
）
を
参
照
す
る
な
ど
、
比
較
法
的
検
討
を
な
し
え
ず
、

正
確
に
は
、
解
釈
論
的
基
礎
を
提
示
す
る
た
め
の
予
備
的
作
業
の
域
を
出
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

第
二

最
近
の
下
級
審
の
裁
判
例

一

東
京
高
判
平
成
一
一
年
六
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
二
九
号
二
一
九
頁
（
①
）

１

注
文
者
Ｘ
が
、
土
木
建
築
の
設
計
お
よ
び
請
負
を
業
と
す
る
株
式
会
社
Ｙ
と
の
間
で
、
自
宅
建
物
を
新
築
す
る
工
事
請
負
契

約
（
以
下
、
本
件
契
約
と
い
う
。）
を
締
結
し
、
契
約
金
と
し
て
一
〇
三
万
円
を
支
払
っ
た
後
、
Ｘ
（
の
側
（
妻
を
含
む)

）
が
、
本

件
契
約
に
際
し
、
Ｙ
が
Ｘ
宅
に
挨
拶
に
行
く
旨
の
書
面
を
交
付
し
て
い
な
が
ら
、
一
向
に
挨
拶
に
来
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
募
ら

せ
た
こ
と
を
理
由
に
、
右
請
負
契
約
は
合
意
解
除
さ
れ
た
と
し
て
、
契
約
金
一
〇
三
万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ

は
、
Ｘ
は
、
み
ず
か
ら
の
判
断
で
一
方
的
に
解
除
し
た
と
し
て
、
工
事
請
負
契
約
約
款
一
二
条
一
項
（｢

工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に

甲
（
Ｘ
）
が
必
要
に
よ
っ
て
、
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
は
乙
（
Ｙ
）
は
契
約
金
を
返
還
し
な
い
。｣

）
に
よ
り
、
受
領
し
た
契
約
金

一
〇
三
万
円
の
返
還
義
務
を
負
わ
な
い
と
主
張
し
た
。
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原
審
（
静
岡
地
判
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
六
日
判
例
集
未
登
載
）
が
、
右
請
負
契
約
の
合
意
解
除
を
認
め
て
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し

た
の
で
、
Ｙ
が
控
訴
し
、
Ｘ
は
、
合
意
解
除
に
加
え
て
債
務
不
履
行
解
除
を
援
用
し
た
。

２

控
訴
審
は
、
原
審
の
合
意
解
除
を
否
定
し
、
債
務
不
履
行
解
除
の
一
般
的
可
能
性
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、

Ｙ
の
行
為
が
付
随
的
義
務
に
違
反
し
、
ひ
い
て
は
解
除
原
因
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
、
一
審
判
決
を
取
り
消
し
た
。

判
旨
は
、
�

建
物
を
建
築
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
工
事
着
工
前
の
必
要
不
可
欠
な
打
ち
合
せ
を
す
る
義
務
を
、

付
随
義
務
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
な
く
打
ち
合
わ
せ
に
応
じ
な
い
こ
と
に
よ
り
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
場
合

に
は
、
請
負
契
約
の
解
除
を
な
し
う
る
、
と
し
つ
つ
も
、
�

本
件
に
お
い
て
は
、
工
事
内
容
に
つ
い
て
必
要
な
打
合
せ
を
す
る
事

情
は
存
在
せ
ず
、
Ｘ
側
が
求
め
た
も
の
は
、
Ｙ
側
の
非
礼
を
謝
罪
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
し
て
、
付
随
義
務
の
不
履
行
の
存
在

を
否
定
し
、
債
務
不
履
行
と
し
て
の
解
除
原
因
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
�

そ
の
結
果
、
Ｘ
の
解
除
は
、
Ｘ
の
事
情
に
よ
る
解
除

（
約
款
一
二
条
一
項
に
よ
る
解
除
）
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。

二

名
古
屋
地
判
平
成
一
八
年
九
月
一
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
四
三
号
一
四
五
頁
（
②
）

(

�)

１

Ｘ
と
（
原
告：

注
文
者
）
Ｙ
（
被
告：

請
負
人
）
と
の
間
で
、
一
階
を
賃
貸
店
舗
物
件
、
二
階
お
よ
び
三
階
を
共
同
住
宅
と

す
る
建
物
（
本
件
建
物
）
の
設
計
お
よ
び
施
工
し
、
請
負
代
金
と
し
て
一
億
三
九
二
三
万
円
を
支
払
う
（
契
約
時
に
三
七
八
万
円
を
、

着
工
時
・
上
棟
時
・
引
渡
時
に
そ
れ
ぞ
れ
四
五
一
五
万
円
を
支
払
う
。）
旨
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
、
本
件
建
物
の
建
築
工
事
が

開
始
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｘ
は
、
�

本
件
請
負
契
約
締
結
時
、
設
計
図
面
お
よ
び
仕
様
書
は
交
付
さ
れ
ず
、
契
約
書
添
付
の
概

要
書
お
よ
び
図
面
の
ほ
か
、
事
業
計
画
書
が
交
付
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
�

Ｘ
は
、
本
件
請
負
契
約
前
か
ら
、
Ｙ
代
表
者
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Ｂ
に
対
し
、
駐
車
場
を
広
く
造
り
、
室
数
を
多
く
し
た
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
高
層
の
建
物
に
し
た
い
旨
強
く
希
望
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
本
来
、
本
件
土
地
に
は
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
建
物
が
建
築
可
能
で
あ
り
、
六
階
な
い
し
七
階
の
建
物
も
建
て
る
こ
と
が
で

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
代
表
者
Ｂ
は
、
一
〇
メ
ー
ト
ル
が
建
築
可
能
な
高
さ
で
、
三
階
ま
で
し
か
建
て
ら
れ
な
い
と
言
い
、
本

件
請
負
契
約
の
建
物
概
要
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
�

Ｙ
は
、
Ｘ
に
無
断
で
、
オ
ー
ル
電
化
式
マ
ン
シ
ョ
ン
と
す
る
計
画
か
ら
ガ
ス

給
湯
器
付
き
に
変
更
し
た
り
、
基
礎
の
工
法
を
地
盤
改
良
の
エ
ス
ミ
コ
ラ
ム
工
法
か
ら
杭
工
法
の
セ
メ
ン
ト
ミ
ル
ク
工
法
へ
変
更
す

る
な
ど
、
一
方
的
に
設
計
内
容
を
変
更
し
た
こ
と
、
�

Ｙ
は
、
自
ら
建
築
し
た
ビ
ル
を
借
り
上
げ
、
同
ビ
ル
の
一
部
に
入
居
し
、

同
所
を
登
記
簿
上
の
本
店
所
在
地
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
地
主
兼
ビ
ル
所
有
者
に
対
す
る
賃
料
を
長
期
間
滞
納
し
、
訴
え
の
提
起
を

受
け
て
和
解
し
た
が
、
そ
の
和
解
条
項
も
守
ら
ず
、
強
制
執
行
の
申
立
て
を
さ
れ
、
同
ビ
ル
か
ら
退
去
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

Ｘ
に
対
し
て
は
引
き
続
き
Ｙ
の
本
店
事
務
所
が
同
ビ
ル
に
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
繕
っ
て
ご
ま
か
す
な
ど
し
た
こ
と
、
を
理
由
と
し
、

Ｙ
に
対
し
、
債
務
不
履
行
に
よ
り
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
し
て
、
債
務
不
履
行
に
も
と
づ
く
解
除
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
既
に

支
払
っ
て
い
た
請
負
代
金
（
三
四
九
七
万
五
九
五
〇
円
）
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
利
息
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
解
除
原
因
を
争
う
と
と
も
に
、
Ｘ
の
解
除
は
、
約
款
三
一
条
一
項
（｢

原
告
（
Ｘ
）
は
、
必
要
に
よ
っ
て
、
書

面
を
も
っ
て
工
事
を
中
止
し
ま
た
は
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

）
に
も
と
づ
く
解
除
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
り
Ｙ

に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
反
訴
を
提
起
し
た
。
認
容
。
反
訴
棄
却
。

２
�

注
文
者
（
債
権
者
）
の
利
益

判
旨
は
、
ま
ず
、
注
文
者
の
利
益
す
な
わ
ち
契
約
目
的
を
、「
Ｘ
（
注
文
者
）
の
希
望
に

沿
っ
た
建
物
を
建
築
す
る
」
こ
と
と
す
る
。

�

請
負
人
の
付
随
的
債
務
の
設
定
と
こ
れ
に
対
す
る
違
反

そ
こ
か
ら
、
本
件
請
負
人
に
以
下
の
よ
う
な
付
随
的
債
務
を
認
定
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し
、
か
つ
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
違
反
す
る
と
し
た
。
①
説
明
義
務
・
協
議
義
務

「
本
件
建
物
に
関
す
る
法
令
上
の
制
限
を
正

確
に
把
握
し
、
こ
れ
を
Ｘ
に
説
明
」
す
る
義
務
（
説
明
義
務)

、
お
よ
び
、「
仮
に
、
規
制
内
容
の
把
握
の
誤
り
な
ど
か
ら
当
初
の
Ｘ

に
対
す
る
説
明
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
直
ち
に
訂
正
の
上
、
設
計
変
更
の
必
要
な
ど
を
協
議
す
べ
き
義
務
」(

協
議
義
務
）

が
あ
り
、
Ｙ
は
こ
れ
に
違
反
し
た
。
②
設
計
図
書
等
の
交
付
義
務

次
に
、「
設
計
図
書
は
、
工
事
内
容
を
確
定
す
る
資
料
で
あ
る

し
、
見
積
書
（
内
訳
書
）
お
よ
び
工
程
表
は
、
工
事
内
容
の
変
更
に
よ
る
請
負
代
金
の
増
加
額
の
算
定
や
工
事
の
出
来
高
の
算
定
の

基
礎
資
料
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
施
主
に
お
い
て
工
事
の
進
捗
状
況
を
把
握
す
る
客
観
的
な
指
標
と
し
て
請
負
人
に

よ
る
適
正
な
債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
施
主
・
請
負
人
間
に
良
好
な
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
上
で
重
要
な
意
義
を

有
す
る
。」
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
付
随
的
債
務
と
し
て
、
設
計
図
書
、
見
積
書
お
よ
び
工
程
表
の
交
付
義
務
が
あ
り
、
Ｙ
は

こ
れ
に
違
反
し
た
。
③
設
計
内
容
変
更
の
説
明
義
務
、
同
意
を
得
る
義
務

さ
ら
に
、
請
負
人
が
、
施
主
に
無
断
で
設
計
内
容
を
変

更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
付
随
的
債
務
と
し
て
、
設
計
内
容
を
変
更
す
る
必
要
が

生
じ
た
な
ら
ば
、
施
主
で
あ
る
Ｘ
に
対
し
、
施
工
前
に
変
更
の
内
容
お
よ
び
理
由
を
十
分
説
明
の
上
、
そ
の
同
意
を
得
る
義
務
が
あ

り
、
Ｙ
は
こ
れ
に
違
反
し
た
。

�

信
頼
関
係
破
壊
に
よ
る
解
除
の
有
効
性

以
上
の
よ
う
な
Ｙ
の
「
付
随
的
債
務
の
不
履
行
は
、
Ｘ
に
対
す
る
著
し
い
背
信
行

為
で
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ
Ｙ
間
の
信
頼
関
係
は
破
壊
さ
れ
、
Ｘ
の
意
向
に
沿
っ
た
建
物
を
建
築
す
る
と
い
う
契
約
目
的
達
成
自
体
に
も

重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。」
と
し
、「
Ｘ
は
、
か
か
る
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
信
頼
関
係
の
破
壊
を
原
因
と
し
て
本
件
請

負
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
す
る
。

�

解
除
の
範
囲

未
履
行
部
分
の
一
部
解
除
と
い
う
判
例
法
理
を

(

�)

前
提
と
し
つ
つ
も
、
本
件
で
は
、
建
物
の
既
工
事
部
分
の
給
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付
に
関
し
、
注
文
者
が
利
益
を
有
す
る
と
は
い
え
な
い
、
と
し
て
、
解
除
の
効
果
は
本
件
請
負
契
約
の
全
部
に
及
ぶ
、
と
し
た
。

三

東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
一
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
一
一
号
一
二
九
頁
（
③
）

(

�)

１

Ｘ
（
原
告
。
国
民
健
康
保
険
組
合
）
と
、
Ｙ
（
被
告
）
は
、
平
成
九
年
五
月
一
日
付
け
で
、
第
二
次
電
算
シ
ス
テ
ム
（
以
下

「
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
を
構
築
す
る
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
委
託
契
約
（
以
下
「
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
」
と

い
う
。）
を
締
結
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
�

委
託
期
間
を
契
約
締
結
日
か
ら
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
、
�

「
成
果
物
」
を

「
開
発
シ
ス
テ
ム
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
（
シ
ス
テ
ム
本
体
）
一
式｣

、
�

納
入
期
限
を
平
成
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
、

�

委
託
料
を
二
億
五
二
〇
〇
万
円
と
し
、
Ｘ
は
、
Ｙ
か
ら
平
成
一
〇
年
三
月
に
請
求
書
を
受
領
し
た
後
、
翌
四
月
ま
で
に
一
億
五

七
五
〇
万
円
を
支
払
い
、
残
金
九
四
五
〇
万
円
に
つ
い
て
は
、
成
果
物
の
検
査
終
了
後
に
支
払
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
せ
ず
、
納
入
期
限
ま
で
に
第
二
次
電
算
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
な
か
っ
た
ば

か
り
か
、
不
当
に
追
加
費
用
の
負
担
や
構
築
す
る
シ
ス
テ
ム
機
能
の
削
減
を
要
求
し
て
き
た
な
ど
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
、
上
記
業
務

委
託
契
約
の
債
務
不
履
行
解
除
を
原
因
と
す
る
原
状
回
復
請
求
権
に
も
と
づ
き
、
支
払
済
み
の
委
託
料
二
億
五
二
〇
〇
万
円
（
消
費

税
込
み
）
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
商
事
法
定
利
率
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
利
息
の
支
払
を
求
め
る
と
と
も
に
、
債
務
不
履
行
に
よ
る

損
害
賠
償
請
求
権
に
も
と
づ
き
、
損
害
金
合
計
三
億
四
九
二
一
万
一
五
七
円
お
よ
び
そ
の
う
ち
別
表
二
の
損
害
額
明
細
欄
記
載
の
一

な
い
し
一
二
一
の
各
損
害
金
に
つ
い
て
商
事
法
定
利
率
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
訴
求
し
た
。

他
方
、
Ｙ
は
、「
第
二
次
電
算
シ
ス
テ
ム
」
が
納
入
期
限
ま
で
に
完
成
し
な
か
っ
た
の
は
、
Ｘ
が
意
思
決
定
を
遅
延
す
る
な
ど
し

て
協
力
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
な
ど
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
争
う
と
と
も
に
、
反
訴
と
し
て
、
Ｘ
に
対
し
、
主
位
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的
に
は
協
力
義
務
違
反
等
を
理
由
と
す
る
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
も
と
づ
き
、
予
備
的
に
は
民
法
第
六
四
一
条
所

定
の
請
負
契
約
の
解
除
に
お
け
る
報
酬
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
ま
た
は
同
法
第
六
四
八
条
第
三
項
お
よ
び
同
法
第
六
五
一
条
第
二

項
所
定
の
準
委
任
契
約
の
解
除
に
お
け
る
報
酬
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
に
も
と
づ
き
、
四
億
六
五
四
六
万
一
五
〇
〇
円
お
よ
び
こ

れ
に
対
す
る
商
事
法
定
利
率
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求
し
た
。

２
�

本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
の
法
的
性
質

判
旨
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
事
務
の
遂
行
を
目
的
と
す
る
準
委
任
契
約

で
は
な
く
、
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
と
い
う
仕
事
の
完
成
を
目
的
と
す
る
請
負
契
約
で
あ
る
、
と
す
る
。

�

請
負
人
の
債
務

そ
の
う
え
で
、
請
負
人
は
、
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
の
契
約
書
お
よ
び
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
提
案

書
に
従
っ
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
段
階
的
稼
働
の
合
意
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
納
入
期
限
ま
で
に
、
本
件

電
算
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
る
べ
き
債
務
、
お
よ
び
、
適
切
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
べ
き
義
務
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
義
務
）
負
っ
て
い
た
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
履
行
を
完
了
せ
ず
、
後
者
に
つ
い
て
も
不
適
切
な
点
が
あ
っ
た
と

し
た
。

�

注
文
者
の
協
力
義
務

も
っ
と
も
、
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
シ
ス
テ
ム
開
発
契

約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
請
負
人
の
み
で
は
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
注
文
者
が
開
発
過
程
に
お
い

て
、
内
部
の
意
見
調
整
を
的
確
に
お
こ
な
っ
て
見
解
を
統
一
し
た
上
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
要
望
す
る
の
か
を
明
確
に
請
負
人
に
伝

え
、
請
負
人
と
と
も
に
、
要
望
す
る
機
能
に
つ
い
て
検
討
し
て
、
最
終
的
に
機
能
を
決
定
し
、
さ
ら
に
、
画
面
や
帳
票
を
決
定
し
、

成
果
物
の
検
収
を
す
る
な
ど
の
役
割
を
分
担
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
、
こ
の
よ
う
な
注
文
者
の
役
割
分
担
か
ら
、
本
件
電

算
シ
ス
テ
ム
の
開
発
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
共
同
作
業
の
側
面
を
有
す
る
、
と
し
、
契
約
書
四
条
一
項
お
よ
び
五
条
に
お
い
て
、
協
議
義
務
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お
よ
び
協
力
義
務
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
判
旨
は
、
Ｘ
に
は
、「
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
の
開
発
過
程

に
お
い
て
、
資
料
等
の
提
供
そ
の
他
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
Ｙ
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
応
じ

て
必
要
な
協
力
を
行
う
べ
き
契
約
上
の
義
務
（
協
力
義
務)

」
が
あ
る
と
す
る
。

も
っ
と
も
、「
Ｘ
は
、
Ｙ
か
ら
解
決
を
求
め
ら
れ
た
懸
案
事
項
を
目
標
期
限
ま
で
に
解
決
し
な
い
な
ど
、
適
時
適
切
な
意
思
決
定

を
行
わ
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
、
適
切
な
協
力
を
行
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
し
つ
つ
、「
Ｘ
の
機
能
の
追
加
や
変
更
の
要

求
に
関
す
る
」｢

協
力
義
務
違
反
」｢

に
つ
い
て
は
、
Ｘ
が
結
果
と
し
て
本
件
基
本
設
計
書
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
た
開
発
内
容
の

追
加
、
変
更
等
を
も
た
ら
す
要
求
を
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
が
Ｘ
の
協
力
義
務
違
反
を
構
成
す
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
」
な
い
と
し
、「
ま
た
、
Ｘ
の
過
剰
な
要
求
に
関
す
る
」｢

協
力
義
務
違
反
」
に
つ
い
て
も
、
Ｘ
が
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開

発
契
約
等
の
委
託
料
に
照
ら
し
過
剰
な
要
求
を
し
た
と
は
認
め
ら
れ
」
な
い
、
と
し
て
、
Ｘ
の
協
力
義
務
違
反
を
否
定
す
る
。

�

履
行
不
能
と
双
方
の
帰
責
性

こ
の
点
に
つ
き
、「
納
入
期
限
ま
で
に
完
成
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、｣

「
Ｘ
と
Ｙ
双
方
の
不

完
全
な
履
行
、
健
保
法
改
正
そ
の
他
に
関
す
る
開
発
内
容
の
追
加
、
変
更
等
が
相
ま
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
り
、
当
事
者
双
方
と
も
、

少
な
く
と
も
開
発
作
業
の
担
当
者
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
逐
次
遅
れ
が
積
み
重
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
懸
案
事
項
の
解
決
が
完
了
し

な
い
以
上
や
む
を
得
な
い
と
の
共
通
の
認
識
の
下
に
、
作
業
が
進
行
し
て
い
た
」
と
し
て
、
両
当
事
者
の
帰
責
性
を
否
定
す
る
。

�

注
文
者
の
解
除
の
有
効
性
（
性
質
）

判
旨
は
、
Ｘ
の
解
除
は
、
Ｙ
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の

の
、
民
法
第
六
四
一
条
の
解
除
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
①
Ｘ
の
本
件
解
除
に
は
、
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
取
り
や
め

て
Ｙ
と
の
契
約
関
係
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
意
思
の
表
明
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
②
Ｙ
は
、
反
訴
事
件
に
お
い
て
、
Ｘ
の
解
除
の
主

張
を
民
法
第
六
四
一
条
の
解
除
と
し
て
援
用
す
る
旨
主
張
し
て
い
て
、
Ｘ
は
Ｙ
の
同
援
用
を
積
極
的
に
争
わ
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
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ら
れ
る
こ
と
、
③
本
件
解
除
に
よ
り
契
約
関
係
が
終
了
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
現

在
で
も
契
約
関
係
が
存
続
し
て
い
る
と
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
す
る
。

�

損
害
お
よ
び
過
失
相
殺

①
損
害

「
民
法
六
四
一
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
ず
に
履
行
さ
れ
て
い
た

場
合
と
同
様
の
利
益
を
請
負
人
に
確
保
さ
せ
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
」
り
、「
本
件
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
等
が
遂
行
さ
れ
て
い
て

も
、
Ｙ
は
、
Ｘ
と
追
加
契
約
を
締
結
す
る
な
ど
し
な
い
限
り
、
委
託
料
を
合
計
し
た
三
億
四
六
五
〇
万
円
」
を
超
え
な
い
と
し
て
、

Ｙ
に
生
じ
た
損
害
を
、
三
億
四
六
五
〇
万
円
と
認
定
し
た
。

②
過
失
相
殺

民
法
第
四
一
八
条
の
趣
旨
か
ら
、
同
条
を
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
注
文
者
の
解
除
の
場
合
に
も
類
推
適
用
し
て
、

Ｙ
に
六
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
る
。

「
Ｘ
は
、
懸
案
事
項
の
解
決
を
遅
延
し
、
開
発
作
業
の
遅
れ
の
一
因
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｙ
も
、
開
発
作
業
の
遅
れ
の
一

因
を
作
る
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
開
発
受
託
者
と
し
て
行
う
べ
き
役
割
を
怠
っ
た
点
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
容
、
程
度
等
前
記
認
定
の
一

切
の
事
情
を
斟
酌
す
れ
ば
、
Ｙ
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
六
割
の
過
失
相
殺
（
類
推
適
用
）
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し

た
。四

東
京
高
判
平
成
一
八
年
一
二
月
二
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
五
号
一
六
五
頁
（
④
）

１

平
成
一
五
年
五
月
二
三
日
、
Ｙ
（
注
文
者
）
と
Ｘ
（
請
負
人
）
と
の
間
で
、
四
階
建
て
鉄
骨
ア
パ
ー
ト
兼
自
宅
の
建
築
工
事

の
請
負
契
約
（
以
下
、
本
件
請
負
契
約
と
い
う
。）
を
、
一
億
一
四
二
八
万
六
〇
〇
〇
円
、
着
工
予
定
同
年
七
月
一
日
、
建
物
引
渡

予
定
平
成
一
六
年
一
月
末
日
の
内
容
で
締
結
し
た
（
以
下
、
本
件
請
負
契
約
と
い
う
。)

。
ま
た
、
本
件
請
負
契
約
に
は
、
解
除
特
約
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（｢

Ｙ
は
、
Ｙ
の
事
由
に
よ
っ
て
工
事
の
中
止
を
請
求
し
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
Ｙ
は
、

Ｘ
の
被
る
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
既
に
支
払
っ
た
金
員
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。｣

）
が
付

さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
本
件
請
負
契
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
Ｙ
は
、
Ａ
工
務
店
（
有
限
会
社
）
の
代
表
者
Ｂ
に
本
件
請
負
契
約
に

つ
い
て
以
前
か
ら
相
談
し
て
お
り
、
Ｂ
も
本
件
請
負
契
約
締
結
の
際
立
ち
会
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
請
負
契
約
締
結
直
後
、
Ｂ
か

ら
Ｙ
に
対
し
、
広
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
所
に
Ｘ
の
商
業
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
て
も
Ｘ
が
出
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
責
任
を
持
て
な
い
か
ら
降
り
る
、
と
の
話
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
Ｙ
は
不
安
に
な
り
、

Ｃ
（
行
政
書
士
）
に
対
し
、
Ｘ
の
建
設
業
法
上
の
許
可
取
得
の
有
無
等
に
つ
い
て
の
調
査
を
依
頼
し
た
。
そ
の
調
査
の
結
果
、
同
年

五
月
二
七
日
、
Ｘ
か
ら
Ｙ
へ
渡
さ
れ
た
名
刺
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
般
建
設
業
の
許
可
は
、
同
年
二
月
四
日
の
経
過
に
よ
り
期
間
が

満
了
し
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
て
、
Ｙ
は
頭
が
真
っ
白
に
な
る
よ
う
に
感
じ
、
Ｘ
に
騙
さ
れ
た
と
思

っ
た
。

同
年
五
月
二
七
日
、
Ｙ
か
ら
Ｘ
に
電
話
が
あ
り
、
Ｘ
の
代
表
取
締
役
Ｄ
が
夕
方
Ｙ
宅
に
赴
く
と
、
Ｙ
と
Ｃ
か
ら
Ｄ
に
対
し
、
Ｘ
は

一
般
建
設
業
の
許
可
が
な
い
旨
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
Ｄ
は
、
Ｘ
の
事
務
所
か
ら
急
遽
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
一
般
建
設
業
の
許

可
を
示
す
文
書
を
送
ら
せ
て
Ｙ
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
更
に
Ｃ
か
ら
、
許
可
番
号
が
従
前
チ
ラ
シ
や
名
刺
に
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
と

は
違
う
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
Ｄ
は
、
Ｘ
が
一
般
建
設
業
の
許
可
の
更
新
手
続
を
忘
れ
た
た
め
許
可
が
失
効
し
、
新
た
に
許
可
を

得
た
た
め
免
許
番
号
が
変
わ
っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
を
説
明
し
、
そ
の
後
、
Ｄ
と
Ｙ
が
話
合
い
を
お
こ
な
っ
た
も
の
の
、
Ｙ
か
ら
、

本
件
請
負
契
約
を
解
除
す
る
意
向
が
示
さ
れ
た
。
Ｄ
は
Ｙ
に
対
し
、
解
除
す
る
場
合
に
は
、
本
件
請
負
契
約
の
約
定
に
よ
り
Ｘ
が
被

っ
た
損
害
を
支
払
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
な
る
こ
と
を
告
げ
た
が
、
Ｙ
の
意
向
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
か
ら
Ｘ
に
対
し
、
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フ
ァ
ッ
ク
ス
で
解
除
の
通
知
書
（｢

二
〇
〇
三
年
五
月
二
三
日
（
金
）
の
契
約
を
本
日
を
も
っ
て
契
約
解
除
い
た
し
ま
す
。
建
築
法

違
成
の
為
。｣

）
が
送
ら
れ
た
。
な
お
、
平
成
一
七
年
二
月
二
五
日
に
な
っ
て
、
Ｘ
は
特
定
建
設
業
の
許
可
を
得
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、

Ｙ
の
解
除
は
Ｙ
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
理
由
が
な
い
と
し
、
Ｙ
が
解
除
し
た
こ
と
に
よ
り
、
請
負
代
金
の
一
割
に
当
た
る
得

べ
か
り
し
利
益
の
一
〇
〇
〇
万
円
、
設
計
代
四
四
一
万
円
、
構
造
計
算
代
五
二
万
五
〇
〇
〇
円
等
合
計
一
五
七
九
万
二
六
〇
〇
円
の

損
害
を
被
っ
た
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

２

第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
成
一
八
年
六
月
二
七
日
判
タ
一
二
八
五
号
一
七
一
頁
）

Ｙ
の
解
除
に
つ
き
、
Ｘ
Ｙ
間
で
、
Ｘ

が
一
般
建
設
業
ま
た
は
特
定
建
設
業
の
許
可
を
有
し
て
い
る
こ
と
や
具
体
的
な
Ｘ
の
財
務
状
況
に
つ
い
て
、
本
件
請
負
契
約
に
お
け

る
重
要
な
要
素
と
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
請
負
契
約
に
関
し
て
は
、
Ｘ
が
、「
付
随
義
務
」
と
し
て
、
特
定

建
設
業
の
許
可
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
や
財
産
的
基
礎
が
十
分
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
た
も

の
と
は
い
え
ず
、
さ
ら
に
、
Ｘ
の
一
般
建
設
業
許
可
の
失
効
お
よ
び
再
取
得
の
経
緯
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
請
負
契
約
締
結
に
至
る
経

緯
に
お
い
て
、
一
時
的
に
そ
の
許
可
の
効
力
が
失
効
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
、
信
義
則
上
Ｘ
に
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
と
評
価
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
Ｙ
の
解
除
を
、
Ｙ
の
事
由
に
よ
る
解
除
で
あ
る
と
し
、
Ｙ
は
、
本
件
請
負
契
約
お
よ
び

民
法
第
六
四
一
条
に
も
と
づ
き
、
本
件
解
除
に
よ
っ
て
Ｘ
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
、
と
し
た
。
そ
し
て
、
Ｘ
に
生

じ
た
得
べ
か
り
し
利
益
に
つ
い
て
は
、
構
造
設
計
料
、
設
計
代
等
の
四
九
七
万
二
一
八
一
円
を
、
損
害
額
と
し
て
認
め
た
。

３

第
二
審
判
決

�

Ｙ
の
解
除
の
性
質

履
行
遅
滞
、
履
行
不
能
、
不
完
全
履
行
な
ど
の
債
務
不
履
行
が
な
く
て
も
、
契
約

関
係
の
存
続
を
強
い
る
の
が
契
約
上
の
信
義
則
に
照
ら
し
酷
で
あ
る
場
合
や
正
義
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
信
義
則
違
反

を
理
由
と
す
る
無
催
告
解
除
が
認
め
ら
れ
る
、
と
し
、
本
件
請
負
契
約
の
締
結
は
、
Ｘ
に
と
っ
て
建
設
業
法
違
反
の
行
為
で
あ
っ
た
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と
は
い
え
る
、
と
し
つ
つ
も
、
契
約
関
係
の
存
続
を
強
い
る
の
が
契
約
上
の
信
義
則
に
照
ら
し
酷
で
あ
る
と
か
、
正
義
に
反
す
る
こ

と
と
な
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
、
と
し
て
、
信
義
則
違
反
を
理
由
と
す
る
解
除
を
否
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
Ｙ
の
解
除
は
Ｙ
の
事

由
に
よ
る
解
除
で
あ
り
、
Ｙ
は
、
本
件
請
負
契
約
お
よ
び
民
法
第
六
四
一
条
に
も
と
づ
き
、
本
件
解
除
に
よ
っ
て
Ｘ
に
生
じ
た
損
害

を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
、
す
る
。

�

損
害

こ
の
点
に
つ
き
、
地
質
調
査
費
、
積
算
代
、
木
材
代
、
エ
ア
コ
ン
取
り
外
し
代
、
構
造
設
計
料
と
し
て
合
計
九
一
万

三
五
〇
〇
円
、
人
件
費
と
し
て
二
一
万
五
〇
〇
〇
円
、
設
計
代
と
し
て
三
七
五
万
四
六
八
一
円
を
認
め
、
以
上
の
合
計
と
し
て
四
八

八
万
三
一
八
一
円
を
損
害
額
と
し
て
認
定
し
た
。

�

過
失
相
殺

Ｙ
の
本
件
の
解
除
の
主
張
は
、
Ｙ
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
場
合
の
過
失
相
殺
の
主
張
を
含
む
、
と
し
、
そ
の

際
の
考
慮
事
由
と
し
て
、
①
高
額
の
工
事
代
金
の
工
事
を
、
そ
れ
ま
で
関
係
の
な
か
っ
た
Ｘ
に
発
注
し
た
Ｙ
に
と
っ
て
、
広
告
に
記

載
さ
れ
た
住
所
地
に
Ｘ
の
商
業
登
記
の
本
店
が
な
い
こ
と
な
ど
の
判
明
し
た
事
実
か
ら
、
Ｘ
の
法
人
と
し
て
の
実
在
性
、
建
設
業
者

と
し
て
の
適
格
性
に
大
き
な
疑
い
を
抱
き
、
騙
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
、
一
般
社
会
人
の
感
覚
と
し
て
無
理
か
ら
ぬ
面
が
あ
る
こ

と
、
②
Ｙ
が
疑
念
を
抱
く
根
拠
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
事
実
は
い
ず
れ
も
Ｘ
に
原
因
が
あ
る
こ
と
、
③
Ｘ
は
、
本
件
請
負
契
約
締
結
当

時
、
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
建
設
業
法
三
条
一
項
二
号
、
一
六
条
、
同
法
施
行
令
二
条
た
だ
し

書
き
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
、
Ｘ
の
損
害
に
つ
い
て
二
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
た
。

五

小
括

１

裁
判
例
の
枠
組

�

信
頼
関
係
破
壊
法
理

裁
判
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
注
文
者
の
解
除
は
、
請
負
人
の
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債
務
（
付
随
的
債
務
を
含
む
）
不
履
行
を
理
由
と
す
る
も
の
（
①
②
③)

、
信
義
則
違
反
を
理
由
と
す
る
も
の
（
④
）
に
分
か
れ
る
。

債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
も
の
の
う
ち
、
付
随
的
債
務
（
義
務
）
の
不
履
行
に
よ
り
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
に
よ
っ
て
処
理
す

る
の
は
、
①
②
（
解
除
を
認
め
た
の
は
②
）
で
あ
り
、
期
限
ま
で
に
仕
事
が
完
成
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
は
、
③
で
あ

る
。
付
随
的
債
務
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
も
の
は
、
建
物
建
築
の
着
工
前
の
充
分
な
意
見
交
換
義
務
（
①)

、
説
明
・
協
議
義
務
、

設
計
図
書
等
の
交
付
義
務
、
設
計
内
容
変
更
の
場
合
の
説
明
義
務
、
同
意
を
得
る
義
務
（
②
）
で
あ
り
、
④
の
信
義
則
違
反
に
お
い

て
考
慮
さ
れ
る
事
由
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
も
の
は
、
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
、
請
負
人
の
財
産
的
基
礎
の
充

分
性
で
あ
る
。

�

受
け
皿
と
し
て
の
注
文
者
の
任
意
解
除
権
（
民
法
第
六
四
一
条
）

と
こ
ろ
が
、
請
負
人
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
注
文
者
が
し
た
解
除
自
体
は
認
め
る
、
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
て
い
る
。
①
（
約
款
に
よ
る
場
合

で
あ
る
が
、
実
質
的
に
同
視
で
き
る
）
④
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
仕
事
が
完
成
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
両
当
事
者
に
帰
責

事
由
が
な
い
③
の
場
合
で
も
同
じ
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
流
用
」
さ
れ
て
い
る
の
が
、
民
法
第
六
四
一
条
が
規
定
す
る

注
文
者
の
任
意
解
除
権
で
あ
る
。

�

注
文
者
・
請
負
人
間
の
利
益
状
態
の
転
回

も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
他
方
で
、
解
除
し
た
注
文
者
の
側
が
、
請
負
人
に
対

し
て
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
い
う
逆
の
利
益
状
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
既
に
、
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て

指
摘
し
て
お
い
た
点
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
処
理
に
よ
り
、
注
文
者
と
請
負
人
と
の
間
に
鋭
い
緊
張
関
係
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

裁
判
例
に
お
い
て
、
注
文
者
の
債
務
不
履
行
解
除
に
対
し
て
、
請
負
人
側
が
注
文
者
の
解
除
を
し
て
民
法
第
六
四
一
条
に
も
と
づ
く

解
除
で
あ
る
と
の
主
張
（
反
訴
提
起
）
を
な
さ
し
め
て
い
る
こ
と
が
、
端
的
に
こ
の
点
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
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�

過
失
相
殺
規
定
（
民
法
第
四
一
八
条
）
の
類
推
適
用

そ
こ
で
、
こ
の
場
合
の
利
益
状
態
を
調
整
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た

の
が
、
過
失
相
殺
規
定
の
類
推
適
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
③
④)

。

�

ま
と
め

以
上
か
ら
、
裁
判
例
の
枠
組
を
一
括
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
①
注
文
者
に
よ
る
解
除
が
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理

な
い
し
信
義
則
違
反
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
注
文
者
は
、
原
状
回
復
と
損
害
賠
償
の
請
求
を
な
し
う
る
こ
と

に
な
る
の
に
対
し
、
②
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
注
文
者
の
任
意
解
除
権
に
よ
り
解
除
自
体
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
そ
の
場
合
の
両
者
の
利
益
状
態
の
最
終
的
な
調
整
は
、
過
失
相
殺
規
定
（
民
法
第
四
一
八
条
）
の
類
推
適
用
に
よ
り
な

さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

２

検
討
課
題
の
析
出

�

信
頼
関
係
破
壊
法
理
の
妥
当
性

以
上
の
整
理
か
ら
、
仕
事
の
完
成
前
に
お
い
て
、
注
文
者
か
ら

請
負
人
の
履
行
過
程
に
債
務
不
履
行
が
あ
る
と
し
て
契
約
の
解
除
を
解
除
す
る
場
合
の
重
要
な
法
的
構
成
の
一
つ
は
、
信
頼
関
係
破

壊
の
法
理
の
援
用
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
も
、
裁
判
例
に
お
け
る
特
徴
は
、
請
負
人
に
付
随
的
債
務
を
設
定
し
、
そ
の
違

反
が
、
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
付
随
債
務
が
信
頼
関
係
破
壊
と
結
び
つ
く
と
い

う
構
成
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
こ
れ
ま
で
の
判
例
法
理
と
の
関
係
で
、
改
め
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
、
請
負
契
約
の
場
合
、
何
故
に
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

�

注
文
者
の
任
意
解
除
権
の
流
用
＋
過
失
相
殺
を
類
推
す
る
構
成
の
妥
当
性

裁
判
例
に
お
い
て
は
、
請
負
人
の
債
務
不
履
行
、

と
り
わ
け
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
が
妥
当
し
な
い
場
合
で
も
、
請
負
契
約
の
終
了
（
解
除
）
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
注

文
者
の
任
意
解
除
権
（
民
法
第
六
四
一
条
）
を
流
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
除
を
肯
定
す
る
と
い
う
法
的
構
成
を
採
用
し
て
い
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
に
契
約
関
係
の
維
持
・
存
続
を
認
め
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
価
値
判
断
が
働
い
て
い
る
と
考
え
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ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
か
か
る
構
成
に
よ
る
解
除
の
維
持
は
、
他
方
で
、
解
除
の
効
果
と
し
て
、
当
事
者
間
の
法
律
関
係
（
利
益
状

態
）
が
転
回
し
正
反
対
の
帰
結
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
を
是
正
す
る
た
め
に
、
民
法
第
四
一
八
条
が
類
推
適
用
と
い
う
仕

方
で
転
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
処
理
が
、
最
終
的
に
妥
当
な
結
果
で
あ
る
と
考
え
う
る
場
合
、
こ
れ
は
、
法
規
範
な
い
し
契

約
規
範
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
点
は
、
と
り
わ
け
民
法
第
六
四
一
条
の
注
文
者
の
任
意
解
除
権
の

流
用
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
、
同
条
の
本
来
の
規
範
内
容
に
立
ち
返
っ
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

�)

判
例
解
説
と
し
て
、
多
々
良
周
作
「
設
計
及
び
施
工
を
請
け
負
う
建
物
建
築
請
負
契
約
に
お
い
て
請
負
人
の
付
随
的
債
務
の
不
履
行

に
よ
る
信
頼
関
係
の
破
壊
を
原
因
と
す
る
注
文
者
の
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
二
号
六
四
頁
（
平
成
一
九

年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
）
が
あ
る
。

(

�)

最
判
昭
和
五
六
年
二
月
一
七
日
判
時
九
九
六
号
六
一
頁
は
、「
建
物
そ
の
他
土
地
の
工
作
物
の
工
事
請
負
契
約
に
つ
き
、
工
事
全
体

が
未
完
成
の
間
に
注
文
者
が
請
負
人
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
右
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
事
内
容
が
可
分
で
あ
り
、
し
か

も
当
事
者
が
既
施
工
部
分
の
給
付
に
関
し
利
益
を
有
す
る
と
き
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
既
施
工
部
分
に
つ
い
て
は
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
未
施
工
部
分
に
つ
い
て
契
約
の
一
部
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
本
判
決
が
引
用
す
る
大
審
昭
和
七
年
四
月
三
〇
日
民
集
一
一
巻
八
号
七
八
〇
頁
は
、
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る

解
除
の
場
合
で
あ
り
、
同
条
に
い
う
「
仕
事
ノ
完
成
ト
ハ
必
ス
シ
モ
全
部
工
事
完
成
ニ
限
ラ
ス
凡
ソ
其
ノ
給
付
カ
可
分
ニ
シ
テ
当
事
者
カ

其
ノ
給
付
ニ
付
キ
利
益
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
既
ニ
完
成
シ
タ
ル
部
分
ニ
付
テ
ハ
解
除
シ
得
ヘ
カ
ラ
ス
只
未
完
成
ノ
部
分
ニ
付
キ
所
謂
契
約
ノ

一
部
解
除
ヲ
為
シ
得
ル
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
し
て
い
た
。
末
弘
嚴
太
郎
（
法
学
協
会
雑
誌
五
二
巻
六
号
一
三
九
頁
）
は
、

こ
の
問
題
を
、「
商
品
の
逐
次
供
給
契
約
に
一
部
の
履
行
あ
り
た
る
後
残
部
に
つ
き
債
務
不
履
行
を
生
じ
た
る
場
合
に
買
主
之
を
理
由
と

し
て
契
約
全
部
の
解
除
を
為
し
得
べ
き
か
又
は
不
履
行
と
な
り
た
る
残
部
に
つ
き
て
の
み
解
除
を
為
し
得
る
に
過
ぎ
ざ
る
か
の
問
題
」
と

し
て
位
置
づ
け
、「
既
ニ
履
行
ヲ
終
ハ
リ
タ
ル
部
分
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
等
特
別
ナ
ル
事
情
ノ
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存
セ
サ
ル
限
リ
」
契
約
全
部
を
解
除
し
得
な
い
と
す
る
大
判
大
正
一
四
年
二
月
一
九
日
民
集
四
巻
二
号
六
四
頁
を
援
用
し
、
こ
の
判
決
の

趣
旨
は
、「
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
請
負
契
約
の
解
除
に
付
い
て
も
之
を
認
む
べ
き
が
当
然
で
あ
つ
て
、
請
負
工
事
の
一
部
分
が
既
に

竣
成
し
当
事
者
間
に
於
て
も
之
を
残
部
と
分
離
し
て
独
立
的
価
値
を
認
め
て
い
る
以
上
、
其
竣
成
部
分
に
付
い
て
は
仮
令
損
害
賠
償
を
条

件
と
す
る
も
最
早
解
除
を
認
む
べ
き
で
は
な
い
。」
と
す
る
。

(

�)

本
件
は
争
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
限
り
で
事
案
お
よ
び
判
決
要
旨
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
原
告
に
は
、

本
件
で
紹
介
す
る
Ｘ
の
ほ
か
に
、
Ｘ
の
母
体
で
あ
る
労
働
組
合
も
い
る
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
本
判
決
に
関
す
る
評
釈
と

し
て
、
生
田
敏
康
「
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
に
お
け
る
注
文
者
の
協
力
義
務
と
請
負
人
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
義
務
」
福

岡
大
学
法
学
論
叢
五
二
巻
四
号
四
七
一
頁
が
る
。

第
三

請
負
契
約
と
信
頼
関
係
破
壊
法
理

一

付
随
的
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
の
可
能
性

１

は
じ
め
に

既
に
析
出
し
た
よ
う
に
、
裁
判
例
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
す
る
前
提
と
し

て
、
請
負
人
の
付
随
的
債
務
の
存
在
と
そ
の
違
反
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
の
妥
当

性
を
具
体
的
に
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
付
随
的
債
務
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

２

判
例
法
理
―
要
素
た
る
債
務
と
付
随
的
債
務

�

民
法
第
五
四
一
条
は
、「
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
い

場
合
」
に
解
除
を
認
め
て
い
る
。
通
常
、
契
約
当
事
者
は
一
つ
の
契
約
か
ら
複
数
の
債
務
を
負
担
す
る
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
請
求

の
場
合
と
異
な
り
、
解
除
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
債
務
不
履
行
で
あ
っ
て
も
解
除
が
許
さ
れ
る
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
債
権
者

が
契
約
を
解
除
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
か
か
る
債
務
が
要
素
た
る
債
務
（｢

契
約
の
要
素
を
な
す
債
務｣

）
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
解
除
で
き
な
い
、

と
解
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
こ
の
よ
う
な
一
般
的
理
解
（
枠
組
）
に
つ
き
、
ま
ず
学
説
が
主
張
し
、

(

�)

そ
の
後
、
大
審
院
判
例
は
、「
法
律
カ
債
務
ノ
不
履
行
ニ

因
ル
契
約
ノ
解
除
ヲ
認
ム
ル
ハ
契
約
ノ
要
素
ヲ
為
ス
債
務
ノ
履
行
ナ
ク
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
合
ヲ
救

済
セ
ン
カ
為
」
で
あ
り
、「
附
随
的
ノ
義
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
特
別
ノ
約
定
ナ
キ
限
リ
之
ヲ
解
除
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ

サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
い
、

(
�)

最
高
裁
判
例
も
、「
法
律
が
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
契
約
の
解
除
を
認
め
る
趣
意
は
、
契
約
の
要
素
を

な
す
債
務
の
履
行
が
な
い
た
め
に
、
該
契
約
を
な
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
り
、
当
事
者

が
契
約
を
な
し
た
主
た
る
目
的
の
達
成
に
必
須
的
で
な
い
附
随
的
義
務
の
履
行
を
怠
つ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
段
の

事
情
の
存
し
な
い
限
り
、
相
手
方
は
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
、
判
例
法

理
と
し
て
確
立
し
、
学
説
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。

(

�)

�

問
題
は
、
要
素
た
る
債
務
と
附
随
的
債
務
の
区
別
の
基
準
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
双
務
契
約
に
お
い
て
は
対
価
的
関
係

に
立
つ
債
務
か
否
か
に
よ
る
と
の
一
般
的
基
準
が
示
さ
れ
、

(

�)

そ
の
後
、
対
価
関
係
の
内
容
を
、
よ
り
具
体
化
し
て
同
様
の
基
準
を
説

く
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
契
約
を
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
（
あ
る
い
は
必
須
の
義
務)

、

(

�)

そ

の
不
履
行
が
あ
れ
ば
契
約
を
し
た
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
ほ
ど
重
要
な
債
務
で
あ
り
、
双
務
契
約
に
お
い
て
は
互
い
に
対
価
的
意
味

を
有
し
て
い
る
債
務
で
あ
る
な

(

�)

ど
、
で
あ
る
。

(

	)

そ
し
て
、
具
体
的
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、

当
事
者
意
思
の
合
理
的
解
釈
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と

(


)

さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
点
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
最
判
昭
和
四
三
年
二
月
二
三
日
民
集
二
二
巻
二
号
二
八
一
頁
（
以
下
、
昭
和
四
三
年
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判
決
と
い
う
。）
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
土
地
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
所
有
権
移
転
登
記
手
続
は
代
金
完
済
と
同
時
に
し
、
代
金

完
済
ま
で
は
買
主
は
右
土
地
上
に
建
物
等
を
築
造
し
な
い
旨
の
付
随
的
約
款
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
右
約
款
は
、
本
来

契
約
締
結
の
目
的
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
が
、
売
主
に
と
っ
て
は
、
代
金
の
完
全
な
支
払
の
確
保
の
た
め
に
重
要
な
意
義

を
も
ち
、
買
主
も
こ
の
趣
旨
の
も
と
に
こ
の
点
に
つ
き
合
意
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
右
特
別
の
約
款
の
不
履
行
は
契
約
締

結
の
目
的
の
達
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
約
款
の
債
務
は
売
買
契
約
の
要
素
た
る
債
務
に
は
い

り
、
こ
れ
が
不
履
行
を
理
由
と
し
て
売
主
は
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
す
る
。
本

判
決
に
つ
い
て
の
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、

(

�)

「
右
特
別
の
約
款
は
外
見
上
は
売
買
契
約
の
付
随
的
な
約
款
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
右
特
別
の
約
款
の
債
務
は
売
買
契
約
締
結
の
目
的
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
な
い
（
代
金
の
支
払

義
務
と
目
的
物
件
の
所
有
権
移
転
お
よ
び
引
渡
義
務
を
本
来
的
要
素
た
る
債
務
と
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
が
、
本
件
売
買
に
お
け
る

具
体
的
な
事
情
に
勘
案
し
て
み
れ
ば
、
右
特
別
の
約
款
を
合
意
し
た
の
は
、
売
主
に
と
っ
て
は
代
金
の
完
全
な
支
払
を
確
保
す
る
た

め
重
要
な
意
義
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
買
主
も
こ
の
趣
旨
を
了
承
し
て
右
の
合
意
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
と
し
て
は
右

特
別
の
約
款
の
意
義
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
本
件
売
買
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
右
特
別
の

約
款
の
義
務
は
契
約
締
結
の
目
的
の
達
成
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
が
、
客
観
的
に
も
、
そ
の
義
務
の
不
履
行
は
契
約
締
結

の
目
的
の
達
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
約
款
の
債
務
は
売
買
契
約
の
要
素
た
る
債
務
に
準
じ
、

あ
る
い
は
売
買
契
約
の
要
素
た
る
債
務
と
同
視
し
て
、
こ
れ
が
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
売
主
は
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
被
上
告
人
の
し
た
右
特
別
の
約
款
に
定
め
る
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
契
約
解
除

を
有
効
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。」
こ
こ
で
は
、
外
見
上
は
付
随
的
債
務
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
諸
般
の
事
情
を
考
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慮
し
た
合
理
的
意
思
解
釈
に
よ
り
、
要
素
た
る
債
務
（
に
準
ず
る
あ
る
い
は
同
視
す
る
こ
と
）
と
な
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

(

�)
�

な
お
、
以
上
の
枠
組
を
前
提
と
す
る
場
合
に
お
い
て
付
随
的
債
務
の
不
履
行
の
と
き
に
も
、
先
の
大
審
院
判
決
は
、
付
随
的

債
務
の
場
合
で
も
「
特
約
」
が
あ
れ
ば
解
除
し
う
る
こ
と
を
示
唆
し
、
最
高
裁
判
決
も
、「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
場
合
の
解
除
の

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

３

判
例
法
理

付
随
的
義
務
と
信
頼
関
係
破
壊
法
理
と
の
結
合

�

と
こ
ろ
が
、
判
例
は
、
以
上
の
よ
う
な
、「
要
素
た

る
債
務
」
と
「
付
随
的
債
務
」
と
に
区
別
す
る
と
い
う
基
本
的
枠
組
を
前
提
と
す
る
一
方
で
、
付
随
的
債
務
に
つ
い
て
、「
特
約
」

や
「
特
段
の
事
情
」
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
不
履
行
の
場
合
に
解
除
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
既
に
み
た
昭
和
四
三

年
判
決
の
よ
う
に
、
外
見
上
は
付
随
的
債
務
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
解
釈
に
よ
っ
て
要
素
た
る
債
務
と
な
る
、
と
す
る
場

合
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
〇
日
民
集
二
九
巻
二
号
九
九
頁
（
以
下
、
昭
和
五
〇
年
判
決
と
い
う
。）
で
あ

る
。
昭
和
五
〇
年
判
決
は
、
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
特
約
に
よ
り
賃
借
人
に
課
せ
ら
れ
た
付
随
的
義
務
の

(

�)

不
履
行
が
賃
貸
人
に

対
す
る
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
と
し
て
無
催
告
の
解
除
を
許
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
賃
借
人
の
右
特
約
違
反
が
解
除

理
由
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
賃
料
債
務
の
よ
う
な
賃
借
人
固
有
の
債
務
の
債
務
不
履
行
と
な
る
か
ら
で
は
な
く
、
特
約
に
違
反
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
賃
貸
借
契
約
の
基
礎
と
な
る
賃
貸
人
、
賃
借
人
間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

す
る
と
、
賃
貸
人
が
右
特
約
違
反
を
理
由
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
で
き
る
の
は
、
賃
借
人
が
特
約
に
違
反
し
、
そ
の
た
め
、
右
信
頼

関
係
が
破
壊
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
と
き
に
限
る
と
解
す
べ
き
で
あ
」
る
と
し
た
。

(

�)

�

賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
信
頼
関
係
破
壊
法
理
は
、
一
般
に
、
賃
借
人
の
単
な
る
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
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を
限
定
（
厳
格
化
）
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
、
確
か
に
正
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
信
頼
関
係
破
壊

法
理
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
賃
借
人
の
賃
料
不

払
い
、
無
断
転
貸
、
用
法
違
反
等
の
単
な
る
債
務
不
履
行
に
よ
る
賃
借
人
の
解
除
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
要
素
た
る
債
務
で
な
い
（
す
な
わ
ち
賃
借
人
の
固
有
の
義
務
・
中
核
的
義
務
で
な
い
）
付
随
的
債
務
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、

(

�)

そ
れ
に
よ
り
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
解
除
さ
れ
う
る
と
す
る
論
理
を
、
要
素
た
る
債
務
・
付
随
的
債
務
と
の
枠
組

で
考
え
た
場
合
に
は
、
実
質
的
に
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
を
限
定
す
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す

れ
ば
、
付
随
的
債
務
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
、
要
素
た
る
債
務
の
不
履
行
と
等
価
で
あ
る
、
と

判
断
し
て
い
る
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
結
合
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
債
権
者
の
解
除
は
、
よ
り
緩
和
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
も
い
い
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

(

�)

二

請
負
契
約
と
信
頼
関
係
破
壊
法
理

１

問
題
の
所
在

昭
和
五
〇
年
判
決
の
法
理
の
援
用

以
上
の
整
理
を
前
提
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
に
お
い
て
紹
介
し

た
裁
判
例
が
採
用
し
て
い
る
法
的
構
成
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
が
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
場
合

に
解
除
を
認
め
る
昭
和
五
〇
年
判
決
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
の
最
も
重
要
な
前
提
は
、

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
請
負
契
約
の
類
型
が
、
賃
貸
借
の
よ
う
に
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
す
る
類
型
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
請
負
契
約
に
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
す
る
の
か
、
と
い
う
点
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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２

「
信
頼
関
係
」
の
意
味
の
多
義
的
性
格

も
っ
と
も
、
請
負
契
約
に
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
し
う
る
こ
と
を
検
討
す
る

前
提
と
し
て
、「
信
頼
関
係
」
な
る
術
語
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
信
頼
関
係
」
と
い
う
術
語
は
、
こ
れ
ま

で
、
当
事
者
の
字
義
通
り
の
信
頼
関
係
あ
る
い
は
継
続
的
契
約
関
係
で
あ
る
こ
と
を
実
質
的
な
基
礎
と
し
、
委
任
、
賃
貸
借
な
ど
多

方
面
に
わ
た
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
内
実
は
、
き
わ
め
て
多

義
的
で
あ
り
、
そ
の
機
能
も
同
一
で
は
な
い
（
む
し
ろ
正
反
対
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
る)

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
実
を
曖
昧
に
し

た
ま
ま
、
そ
の
要
件
的
側
面
を
安
易
に
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
め
て
強
い
法
律
効
果
（
債
務
不
履
行
解
除
を
制
限
し
た
り
（
賃

貸
借)

、
解
除
を
認
め
た
り
、
損
害
賠
償
を
不
要
と
し
た
り
（
委
任
）
等
）
を
導
く
こ
と
に
な
る
こ
と
の
問
題
性
、
よ
り
本
質
的
に

は
、
契
約
の
拘
束
力
を
弱
め
る
こ
と
（
委
任
の
場
合
）
等
の
帰
結
が
導
か
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
点
が

(

�)

、

看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(

�)

３

信
頼
関
係
破
壊
法
理
の
妥
当
性
の
基
礎

そ
れ
で
は
、
請
負
契
約
類
型
に
お
い
て
も
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
し
う
る
場

合
が
存
在
す
る
の
か
。
既
に
紹
介
し
た
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
建
築
請
負
契
約
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
点
を
ひ
と
ま

ず
念
頭
に
お
い
て
、
以
下
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

請
負
契
約
は
、
双
務
有
償
契
約
で
あ
り
、
請
負
人
の
仕
事
の
完
成
債
務
と
こ
れ
に
対
す
る
注
文
者
の
報
酬
債
務
と
が
対
価
関
係
に

立
つ
も
の
で
あ
り
（
民
法
第
六
三
二
条)

、
法
律
的
に
は
、
恰
も
、
売
買
（
民
法
第
五
五
五
条
）
と
同
じ
よ
う
に
、
一
回
限
り
の
給

付
交
換
を
予
定
し
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
請
負
契
約
の
な
か
で
も
、
建
築
請
負
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
請
負
人
の
仕
事
の
完
成
ま
で
に
一
定
の
期
間
を
必
要
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
期
間
中
、
原
則
と
し
て
請
負
人
の
裁
量
と
責

任
の
も
と
で
仕
事
の
完
成
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
類
型
に
お
い
て
は
、
請
負
人
の
専
門
的
知
識
と
能
力
お
よ
び
こ
れ
ら
に
対
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す
る
注
文
者
の
信
頼
が
決
定
的
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
、
請
負
契
約
と
売
買
契
約
と
の
間
の
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
売
買
契
約
の
場
合
も
、
目
的
物
を
給
付
す
る
た
め
に
売
主
（
債
務
者
）
の
努
力
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど

も
、
調
達
の
み
を
目
的
と
す
る
売
主
に
は
売
買
目
的
物
の
状
態
に
つ
い
て
の
努
力
（
行
為
）
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
請
負

人
は
物
を
自
身
で
（
あ
る
い
は
履
行
補
助
者
に
よ
り
）
完
成
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
製
作
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
一
回
的
な
給
付
交
換
を
標
準
的
な
類
型
と
す
る
請
負
契
約
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
継
続
的
契

約
（
債
権
）
関
係
」

(

�)
に
お
い
て
基
礎
と
さ
れ
る
「
信
頼
関
係
」
の
問
題
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
問
題
は
、
別
の
側
面
か
ら
い

え
ば
、
仕
事
の
完
成
ま
で
に
一
定
の
期
間
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
（
請
負
人
の
仕
事
完
成
ま
で
の
履
行
過
程
）
に
お
い
て
、
こ
の
期

間
の
経
過
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
事
物
の
本
質
上
、
こ
の
期
間
中
に
、
注
文
者
を
し
て
請
負
契
約
を
終
了
せ
し
め
る
事
情
が
発
生
し

う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
は
、
注
文
者
が
も
は
や
仕
事
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
場
合
（
民
法
第
六
四

一
条
）
に
加
え
て
、
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
の
基
礎
に
障
害
が
生
ず
る
場
合
が
存
在
し
、
こ
れ
が
さ
ら
に
、
債
務
不
履
行
と
評
価
さ

れ
る
に
足
る
質
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
請
負
契
約
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
信
頼
関
係
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
場
合
を
想
定
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
問
題
と
な
る
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
事
態
に
立
ち
至
っ
た
と
き
、
契
約
当
事
者
（
と
り
わ
け
注
文
者
）

は
、
そ
の
時
点
で
請
負
契
約
の
維
持
を
期
待
で
き
な
い
も
の
と
し
て
終
了
さ
せ
う
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

４

信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
さ
れ
る
事
由

請
負
契
約
に
独
自
の
問
題

既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
昭
和
五
〇
年
判
決
は
、

付
随
的
債
務
の
不
履
行
を
前
提
と
し
た
信
頼
関
係
破
壊
を
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
昭
和
五
〇
年
判
決
の
法
理
を
前
提
と
す

れ
ば
、
請
負
契
約
の
場
合
に
お
い
て
も
、
請
負
人
の
付
随
的
債
務
の
不
履
行
が
前
提
と
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
請
負
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契
約
の
場
合
に
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
も
う
一
つ
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に

い
う
「
信
頼
関
係
」
の
破
壊
は
、
後
に
、
注
文
者
の
任
意
解
除
権
に
お
い
て
検
討
す
る
よ
う
に
、
任
意
解
除
の
場
合
の
合
理
性
を
担

保
す
る
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
、
実
際
に
注
文
者
が
解
除
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
一
つ
と
し
て
、「
請
負
人
に
債
務
不
履
行
は
な

い
が
、
信
頼
関
係
が
失
わ
れ
る
な
ど
の
理
由
で
、
そ
の
請
負
人
に
よ
る
仕
事
の
完
成
を
望
ま
な
い
場
合
」
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

(
�)
換
言
す
れ
ば
、「
信
頼
関
係
」
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
い
、
失
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
債
務
不

履
行
と
な
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
破

壊
は
、
請
負
人
の
債
務
不
履
行
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

５

裁
判
例
の
評
価

以
上
を
前
提
と
し
て
、
裁
判
例
を
評
価
す
る
な
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
裁
判
例
の
①
②
は
、
昭
和
五
〇

年
判
決
の
法
理
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
に
よ
り
注
文

者
の
解
除
を
認
め
た
②
に
つ
い
て
改
め
て
若
干
の
考
察
を
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

②
は
、「
こ
の
よ
う
な
Ｙ
の
付
随
的
債
務
の
不
履
行
は
、
Ｘ
に
対
す
る
著
し
い
背
信
行
為
で
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ
Ｙ
間
の
信
頼
関
係

は
破
壊
さ
れ
、
Ｘ
の
意
向
に
沿
っ
た
建
物
を
建
築
す
る
と
い
う
契
約
目
的
達
成
自
体
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
う
と
す

れ
ば
、
Ｘ
は
、
か
か
る
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
信
頼
関
係
の
破
壊
を
原
因
と
し
て
本
件
請
負
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
部
分
の
み
か
ら
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
の
流
れ
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

さ
て
、
多
々
良
解
説
は
、「
本
件
契
約
は
、
収
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
建
物
を
建
築
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

Ｘ
は
収
益
性
を
見
込
ん
で
高
層
建
物
の
建
築
を
希
望
し
て
い
た
の
に
、
Ｙ
の
行
政
規
制
上
の
調
査
不
足
に
基
づ
く
誤
っ
た
説
明
に
よ
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っ
て
、
こ
れ
を
断
念
し
て
契
約
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
か
ら
す
る
と
、
①
の
不
履
行
は
、
契
約
の
有
効
性
に
影
響
し
う
る
も
の
と
し

て
他
の
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
比
べ
て
重
視
さ
れ
た
事
情
か
も
し
れ
な
い
。
②
の
不
履
行
に
つ
い
て
は
、
判
文
上
、
こ
れ
に
よ
る

契
約
目
的
物
に
対
す
る
具
体
的
な
影
響
（
安
全
性
へ
の
影
響
、
報
酬
額
の
変
更
等
）
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
③
の
不
履

行
と
と
も
に
、
背
信
的
な
不
履
行
の
態
様
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
主
に
信
頼
関
係
破
壊
と
い
う
側
面
で
評
価
さ
れ

た
事
情
と
い
え
よ
う
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
①
③
の
付
随
的
債
務
の
違
反
が
あ
れ
ば
、
Ｘ
の
契
約
目
的
（
債
権
者
利
益
）

は
達
成
さ
れ
ず
、
完
成
さ
れ
た
建
物
は
合
意
内
容
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
瑕
疵
を
帯
び
、
注
文
者
に
著
し
い
損
害
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｙ
の
こ
れ
ら
の
付
随
的
債
務
の
違
反
は
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
の
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る

に
至
っ
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
多
々
良
解
説
の
評
価
に
筆
者
も
同
意
す
る
。

(

�)

(

�)

山
中
康
雄
「
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
」『

総
合
判
例
叢
書
民
法
�』

(

有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
三
五
頁
以
下
、
浜
田
稔
「
付
随
的
債

務
の
不
履
行
と
解
除
」
契
約
法
大
系
刊
行
委
員
会
編
『
契
約
法
大
系
Ⅰ
』
所
収
（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
三
〇
七
頁
、
同
「
判
解
―

買
主
の
登
記
手
続
の
懈
怠
」『

不
動
産
取
引
判
例
百
選
﹇
増
補
版]』

、
阿
部
浩
二
「
い
わ
ゆ
る
付
随
的
義
務
の
不
履
行
契
約
の
解
除
」
中

川
善
之
助
＝
兼
子
一
監
修
・
遠
藤
浩
編
『
不
動
産
法
大
系
Ⅰ
売
買
﹇
改
訂
版]

』(

青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
五
年
）
四
二
二
頁
、
小
野

剛
「
付
随
的
債
務
の
不
履
行
と
契
約
の
解
除
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
四
号
一
七
頁
、
森
田
宏
樹
「
い
わ
ゆ
る
付
随
的
義
務
の
不
履
行
と

契
約
の
解
除
」『

不
動
産
取
引
判
例
百
選
﹇
第
三
版]

』(
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
五
六
頁
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
い
う
付
随
義
務
は
、

損
害
賠
償
の
要
件
を
念
頭
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
債
務
構
造
論
に
い
う
「
付
随
義
務
」
と
は
異
な
り
、
そ
の
場
合
の
「
付
随
義
務
」

は
、「
給
付
義
務
」
と
の
対
比
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
（
民
法
（
債
権
法
）
改

正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅱ

契
約
お
よ
び
債
権
一
般
（
１)

』(

商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
一

頁
、
森
田
・
前
掲
解
説
。
な
お
、
石
坂
音
四
郎
「
判
例
批
評

講
契
約
の
解
除
」
京
都
法
学
会
雑
誌
九
巻
七
号
一
一
一
頁
（
一
一
三
頁
）

お
よ
び
末
弘
嚴
太
郎
『
債
権
各
論
』(

有
斐
閣
、
一
九
一
八
年
）
二
四
二
頁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
従
た
る
義
務
」｢

従
た
る
債
務
」
と
さ
れ
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て
い
る
。

(
�)

石
坂
・
前
掲
批
評
、
末
弘
・
前
掲
書
、
鳩
山
秀
夫
『
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
上
巻)

』(

岩
波
書
店
、
一
九
二
四
年
）
二
〇
九
頁
、

末
弘
嚴
太
郎
・
田
中
耕
太
郎
責
任
編
集
『
法
律
学
辞
典
第
一
巻
』(

岩
波
書
店
、
一
九
二
四
年
）
一
八
七
頁
（
一
八
八
頁
）(｢

解
除
」
の

項
目
﹇
末
川
博
執
筆]

。
な
お
、
こ
こ
で
は
、「
派
生
的
又
は
附
従
的
の
債
務
」
と
さ
れ
て
い
る
。)

、
田
島
順
・
柚
木
薫
・
川
上
太
郎
・

三
木
正
雄
・
伊
達
秋
雄
・
近
藤
栄
吉
『
註
釈
日
本
民
法
﹇
債
権
編
・
契
約
総
則
』(

巌
松
堂
、
一
九
三
七
年
）
四
一
〇
頁
等
。

(

�)

大
判
昭
和
一
三
年
九
月
三
〇
日
民
集
一
七
巻
一
七
七
五
頁
。
な
お
、
大
判
明
治
四
四
年
一
一
月
一
四
日
民
録
一
七
輯
七
〇
八
頁
は
、

不
動
産
売
買
に
お
け
る
売
主
の
登
記
義
務
に
つ
き
、「
其
所
有
権
移
転
ノ
義
務
ニ
附
随
シ
テ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
売
買
ヨ
リ
生
シ

タ
ル
債
務
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
ク
随
テ
登
記
義
務
ノ
不
履
行
ハ
民
法
第
五
百
四
十
一
条
ニ
」｢

該
当
ス
ル
コ
ト
モ
亦
論
ヲ
俟
タ
ス
」
と
い
う
。

(

�)

内
田
力
蔵
「
解
除
の
解
釈
と
衡
平
。
契
約
解
釈
と
信
義
則

附
随
的
債
務
の
不
履
行
に
因
る
解
除
は
許
さ
れ
な
い

不
動
産
売

買
代
金
の
利
子
及
び
公
課
の
一
部
の
不
払
い
は
附
随
的
債
務
の
違
反
で
あ
る
」
民
事
法
判
例
研
究
会
編
『
判
例
民
事
法
昭
和
一
三
年
度
』

(

有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
）
所
収
四
二
七
頁
、
於
保
不
二
雄
「
い
わ
ゆ
る
附
随
的
義
務
の
不
履
行
と
契
約
の
解
除
」
民
商
法
雑
誌
四
六
巻

五
号
一
一
二
頁
『
民
法
著
作
集
Ⅲ
判
例
研
究
』(

新
青
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
三
一
六
頁
、
村
上
淳
一
「
い
わ
ゆ
る
附
随
的
債
務
の

不
履
行
と
契
約
の
解
除
」
法
学
協
会
雑
誌
八
〇
巻
六
号
八
六
九
頁
等
。

(

�)

末
弘
・
前
掲
書
二
四
二
頁
、
鳩
山
・
前
掲
書
二
〇
九
頁
等
。

(

�)

山
中
・
前
掲
書
三
三
頁
、
柚
木
馨
『
債
権
各
論
（
契
約
総
論)

』(

青
林
書
院
、
一
九
五
六
年
）
二
四
二
頁
等
。

(

�)

末
川
博
『
契
約
法
（
上)

』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
一
四
八
頁
。

(

�)

浜
田
・
前
掲
「
判
解
」
は
、「
契
約
解
除
の
制
度
は
、
当
事
者
を
契
約
の
拘
束
か
ら
解
き
、
契
約
な
か
り
し
像
対
に
回
復
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
契
約
を
な
し
た
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
よ
そ
最
初
か
ら
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ

れ
る
。

(

�)

柚
木
・
前
掲
書
、
浜
田
・
前
掲
論
文
、
小
野
・
前
掲
論
文
、
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(

�)

な
お
、
於
保
・
前
掲
「
判
批
」
は
、
判
例
法
理
の
一
般
的
・
抽
象
的
な
立
言
に
異
議
が
な
い
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
で
は
具
体
的
な
基

準
は
立
て
難
い
、
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
と
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
解
除
制
度
の
本
質
は
十
分
に
明
ら
か
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
の
で
、
こ
の
感
が
深
い
。」｢

双
務
契
約
の
不
履
行
に
よ
る
法
定
解
除
は
例
外
的
な
取
り
扱
い
を
う
け
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
、
解
除
は
、
双
務
契
約
に
お
け
る
双
務
的
牽
連
性
か
ら
の
解
放
・
免
脱
と
い
う
よ
り
は
、
単
な
る
不
履
行
責
任
の

一
態
様
な
り
一
変
形
で
あ
る
か
の
ご
と
き
考
え
方
が
強
く
残
っ
て
い
る
。」｢

解
除
の
本
質
が
確
定
し
な
い
限
り
、
右
の
よ
う
な
一
般
的

・
抽
象
的
基
準
で
は
、
具
体
的
・
個
別
的
な
判
定
は
極
め
て
困
難
と
な
り
、
か
え
っ
て
過
誤
を
犯
さ
し
め
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か

と
危
惧
さ
れ
る
。」

(

�)

最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
三
年
度
（
上
）
四
六
頁
（
五
三
頁)

﹇
鈴
木
重
信]

。

(

�)

内
田
・
前
掲
四
三
一
頁
参
照
。
こ
れ
に
関
連
す
る
大
判
大
正
七
年
二
月
一
七
日
新
聞
一
三
八
八
号
二
九
頁
は
、「
原
判
示
ノ
如
ク
其

所
謂
附
随
約
款
ノ
存
ス
ル
ハ
上
告
人
カ
自
家
ノ
写
真
ノ
発
展
ヲ
欲
シ
タ
ル
カ
為
ナ
リ
ト
セ
ン
カ
是
レ
畢
竟
上
告
人
カ
約
定
ノ
期
間
中
他

ノ
同
業
者
ノ
競
争
ヲ
防
キ
被
上
告
人
ヲ
シ
テ
専
ラ
上
告
人
ノ
写
真
ヲ
使
用
セ
シ
メ
以
テ
自
家
ノ
写
真
発
展
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
カ
為
メ
ニ

其
約
款
ヲ
契
約
中
ニ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
其
約
款
ニ
ヨ
ル
被
上
告
人
ノ
義
務
ノ
不
履
行
ハ
之
カ
為
メ
ニ
上
告
人
カ
原
判
示

ノ
如
ク
其
主
ト
ス
ル
報
酬
金
取
得
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ノ
妨
ト
為
ラ
ス
ト
ス
ル
モ
其
従
ト
ス
ル
所
ナ
ル
ニ
セ
ヨ
右
契
約
ヲ
以
テ
達
セ
ン
ト

欲
シ
タ
ル
自
家
ノ
写
真
発
展
ノ
目
的
ハ
遂
ニ
之
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
ク
従
テ
其
義
務
不
履
行
ノ
故
ヲ
以
テ
右
契
約
ヲ
解

除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
る
と
す
る
の
も
、
同
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

本
件
で
は
、
多
数
の
店
舗
賃
借
人
に
よ
っ
て
共
同
し
て
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
運
営
維
持
の
た
め
に
特
約
上
で
か
さ
れ
た
義
務

を
付
随
的
義
務
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
広
い
意
味
に
お
け
る
用
法
上
の
義
務
で
あ
り
う
る
け
れ
ど
、「
賃
料
債
務
の
よ
う
な
賃
借
人
の

固
有
の
債
務｣

、
あ
る
い
は
、「
賃
借
人
の
負
う
中
核
的
義
務
た
る
賃
料
債
務
・
保
管
義
務
・
用
法
遵
守
義
務
」
と
区
別
さ
れ
う
る
と
い

う
意
味
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
（
広
中
俊
雄
「
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
特
約
に
よ
り
賃
借
人

に
課
せ
ら
れ
た
附
随
的
義
務
の
不
履
行
が
賃
貸
人
に
対
す
る
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
と
し
て
無
催
告
の
解
除
が
許
容
さ
れ
た
事
例
﹇
判

例
批
評]

」
民
商
法
雑
誌
七
三
巻
五
号
八
五
頁
（
九
四
頁)

。
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(

�)

「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、」｢

上
告
人
は
シ
ヨ
ツ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
で
、
他
の
賃
借
人
に
迷
惑
を
か
け
る
商
売
方
法
を
と

つ
て
他
の
賃
借
人
と
争
い
、
そ
の
た
め
、
賃
貸
人
で
あ
る
被
上
告
人
が
他
の
賃
借
人
か
ら
苦
情
を
言
わ
れ
て
困
却
し
、
被
上
告
人
代
表

者
が
そ
の
こ
と
に
つ
き
上
告
人
に
注
意
し
て
も
、
上
告
人
は
か
え
つ
て
右
代
表
者
に
対
し
て
、
暴
言
を
吐
き
、
あ
る
い
は
他
の
者
と
と

も
に
暴
行
を
加
え
る
有
様
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
共
同
店
舗
賃
借
人
に
要
請
さ
れ
る
最
少
限
度
の
ル
ー
ル
や
商
業
道
徳
を
無
視
す
る
も

の
で
あ
り
、
シ
ヨ
ツ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
正
常
な
運
営
を
阻
害
し
、
賃
貸
人
に
著
し
い
損
害
を
加
え
る
に
い
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
、
上
告
人
の
右
の
よ
う
な
行
為
は
単
に
前
記
特
約
に
違
反
す
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
本
件
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
の
被

上
告
人
と
上
告
人
と
の
間
の
信
頼
関
係
は
破
壊
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
判
断
し
た
。

(

�)

最
判
昭
和
二
七
年
四
月
二
五
日
民
集
六
巻
四
号
四
五
一
頁
（
用
法
違
反)

、
最
判
昭
和
二
八
年
九
月
二
五
日
民
集
七
巻
九
号
九
七
九

頁
（
無
断
転
貸)

、
最
判
昭
和
三
五
年
六
月
二
八
日
民
集
一
四
巻
八
号
一
五
四
七
頁
﹇
賃
料
不
払]

、
最
判
昭
和
三
六
年
七
月
二
一
日
民

集
一
五
巻
七
号
一
九
三
九
頁
﹇
無
断
増
築]

、
最
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
一
日
民
集
二
〇
巻
四
号
七
二
〇
頁
﹇
増
改
築
禁
止
特
約
﹈
等
。

(

�)

こ
の
ほ
か
に
、
賃
貸
借
契
約
に
も
と
づ
い
て
信
義
則
上
当
事
者
に
要
求
さ
れ
る
義
務
に
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
解
除
を
認
め
た
も
の

と
し
て
、
最
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
六
日
民
集
二
六
巻
九
号
一
六
〇
三
頁
が
重
要
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
、
問
題
を
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
と
の
本
質
は
、
契
約
の
解
除
を
、
債
権
者
の
契
約
目
的
（
契
約
利
益
）
の
達
成
と

い
う
観
点
か
ら
そ
の
許
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
債
権
法
改
正
に

お
い
て
は
、「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
と
い
う
判
断
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
前
掲
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正

検
討
委
員
会
編
『
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ

各
種
の
契
約
（
２)

』
三
〇
一
頁)

。

(

�)

中
田
裕
康
『
継
続
的
取
引
の
研
究
』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
二
頁
。

(

�)

本
稿
に
お
い
て
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
解
除
の
許
否
自
体
に
加
え
て
、
そ
の
損
害
賠
償
義
務
が
契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら
に
生
じ

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
当
事
者
間
の
重
要
な
法
律
関
係
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
指
摘
が
直
接
に
妥
当
す
る
場

合
で
あ
る
。

(

�)
W

o
lfg

an
g

V
o

it,
D

ie
��
�
�
����

�
�
	
��

�
�
�
�
�
���

�
�

d
e

s
W

e
rk

v
e

rtrag
e

s
d

u
rch

d
e

n
B
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(

�)

い
わ
ゆ
る
「
継
続
的
契
約
関
係
」
な
い
し
「
継
続
的
債
権
関
係
」
概
念
は
、
多
義
的
で
あ
り
不
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、

内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
〔
第
２
版]

』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
頁
は
、
一
回
の
履
行
で
契
約
関
係
が
終
了
す
る
売
買
の
よ

う
な
契
約
を
単
発
契
約
と
い
い
、
賃
貸
借
、
雇
用
、
消
費
貸
借
、
寄
託
等
の
よ
う
に
、
契
約
の
存
続
期
間
を
観
念
で
き
、
そ
の
間
、
履

行
が
繰
り
返
さ
れ
る
契
約
を
継
続
的
契
約
（
継
続
的
債
権
関
係
）
と
い
い
、
新
聞
、
ガ
ス
、
電
気
等
、
種
類
で
定
め
ら
れ
た
物
を
一
定

の
期
間
、
一
定
の
代
金
で
供
給
す
る
契
約
を
継
続
的
供
給
契
約
と
呼
び
、
継
続
的
供
給
契
約
は
、
売
買
の
一
種
で
あ
る
が
、
性
質
は
継

続
的
契
約
で
あ
る
、
と
す
る
（
な
お
、
同
一
〇
七
頁
で
は
、
継
続
的
契
約
の
例
と
し
て
、
賃
貸
借
、
雇
用
の
ほ
か
に
、
委
任
、
請
負
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る)
。
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版]

』(

悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
三
三
頁
〜
三
四
頁
は
、
給
付
を
、
一
時
的
（
一

回
的
）
給
付
（
家
屋
の
引
渡
し)

、
回
帰
的
（
反
復
的
）
給
付
（
新
聞
・
牛
乳
の
配
達)

、
継
続
的
給
付
（
土
地
の
賃
貸
借
、
電
気
・
ガ

ス
・
水
道
の
供
給
）
に
区
別
し
、
雇
用
契
約
・
労
働
契
約
は
、
回
帰
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
定
期
間
継
続
的
に
給
付
が
な
さ
れ
る

（
一
日
八
時
間
）
点
で
、
継
続
的
給
付
で
あ
る
、
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
回
帰
的
給
付
や
継
続
的
給
付
は
、
当
事
者
間
に
継
続
的
関
係
が

生
ず
る
結
果
、
信
義
則
や
事
情
変
更
の
原
則
が
支
配
す
る
程
度
が
強
く
な
る
と
こ
と
、
殊
に
、
継
続
的
給
付
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
契

約
関
係
（
継
続
的
債
権
関
係
）
と
し
て
、
一
回
的
給
付
の
関
係
と
は
異
な
る
扱
い
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
上

の
説
明
に
加
え
、
こ
れ
ら
の
区
別
の
実
益
は
、
債
務
不
履
行
、
解
除
の
遡
及
効
の
場
合
に
あ
り
（
前
田
達
明
『
口
述
債
権
総
論
〔
第
三

版]

』(

成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
二
一
頁)

、
告
知
の
適
用
が
あ
る
（
非
遡
及
効
）
こ
と
こ
そ
継
続
的
債
権
関
係
の
標
識
で
あ
る
と
解
さ

れ
て
い
る
（
来
栖
三
郎
『
契
約
法
』(

有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
三
六
五
頁)

。

ま
た
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ

各
種
の
契
約
�
』(

商
事
法
務
、
二
〇
一

〇
年
）
四
〇
三
頁
〜
四
〇
六
頁
に
お
い
て
も
、「
継
続
的
契
約
」
概
念
に
つ
い
て
、
こ
の
概
念
が
、「
多
様
な
問
題
に
関
連
し
て
用
い
ら

れ
る
概
念
で
あ
り
、
す
べ
て
の
問
題
を
通
じ
て
統
一
的
な
定
義
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
提
案
で
は
、「
主
と
し
て
、

そ
の
終
了
時
の
規
律
と
い
う
角
度
か
ら
定
義
を
試
み
る
」
と
し
、【
３
・
２
・
16
・
12
】(

継
続
的
契
約
の
定
義
）
に
お
い
て
、「
継
続
的

契
約
と
は
、
契
約
の
性
質
上
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
給
付
が
あ
る
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
契
約
を
い
う
。

た
だ
し
、
総
量
の
定
ま
っ
た
給
付
を
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
分
割
し
て
履
行
す
る
契
約
（
以
下
『
分
割
履
行
契
約
』
と
い
う
。）
は
、
含
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ま
れ
な
い
。」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
「
契
約
の
性
質
上
」
と
は
、「
民
法
に
規
定
さ
れ
た
各
種
の
典
型
契
約
の
単
位
で

継
続
的
契
約
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
区
分
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
契
約
の
性
質
（
現
民
法
五
四
二
条
・
五
五
九
条
参
照
）
に
よ
っ
て

判
定
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
典
型
契
約
の
中
に
は
、
給
付
が
継
続
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
契
約
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
場

合
が
あ
り
、
こ
れ
が
継
続
的
契
約
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
（
賃
貸
借
契
約
、
雇
用
契
約
な
ど)

。
こ
れ
に
対
し
、
典
型
契
約
の

中
に
は
、
給
付
が
単
発
で
行
わ
れ
る
べ
き
契
約
と
、
あ
る
期
間
継
続
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
契
約
の
い
ず
れ
も
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る

（
役
務
提
供
契
約
、
委
任
契
約
な
ど)

。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
契
約
当
事
者
の
具
体
的
意
思
に
よ
っ
て
継
続
的
契
約
と
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
、
当
事
者
の
具
体
的
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
類、
型、
的、
に、
判、
断、
さ、
れ、
る、
こ、
と、
が、

多、
い、
だ
ろ
う
。『
契
約
の
性
質
』
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
も
含
む
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
他
方
、
単
発
の
契
約
が
、
将
来
の
あ
る
時
点
で

履
行
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
履
行
期
が
か
な
り
先
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
継
続
的
契
約
と
は
い
え
な
い
。」(

四
〇
四
頁
。

傍
点
は
、
筆
者
）
と
し
、
適
用
事
例
と
し
て
、「
役
務
提
供
契
約
、
請
負
契
約
、
委
任
契
約
は
、
債
務
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
継
続
的
契

約
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
月
極
め
の
清
掃
契
約
、
会
計
事
務
処
理
契
約
、
代
理
店
契
約
は
、
継
続
的
契
約
で
あ
り
、
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
店
と
の
ド
ラ
イ
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
契
約
、
結
婚
式
で
司
会
を
す
る
契
約
は
、
継
続
的
契
約
で
は
な
い
」(

四
〇
六
頁
）
と
述
べ

る
。以

上
の
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、「
継
続
的
契
約
（
債
権
）
関
係
」
概
念
に
お
い
て
は
、
最
低
限
長
期
間
継
続
す
る
か
も
し
く
は

繰
り
返
し
て
な
さ
れ
る
同
種
の
給
付
で
あ
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
仕
事
の
完
成
に
一
定
の
期
間
を
必
要
と
す
る

請
負
契
約
に
お
い
て
は
、
請
負
人
の
債
務
内
容
（
給
付
）
は
、
仕
事
の
完
成
で
あ
り
、
仕
事
が
有
形
物
で
あ
る
場
合
、
完
成
さ
れ
た
仕

事
を
注
文
者
に
引
き
渡
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
に
着
目
す
れ
ば
「
一
回
的
給
付
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
の

完
成
と
い
う
請
負
人
の
債
務
は
、
い
わ
ば
、
無
か
ら
徐
々
に
完
成
に
向
か
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
給
付
行
為
の
具
体
的

内
容
と
し
て
の
製
作
過
程
自
体
に
一
定
の
継
続
し
た
期
間
を
必
要
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
製
作
過
程
に
つ
い
て
も
、
債
務
不
履
行
が

生
じ
う
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
意
味
で
、
注
文
者
と
請
負
人
と
の
間
に
は
継
続
的
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)
V

o
it,

a.a.O
.,

1
7

7
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(

�)

（
栗
田
哲
夫
『
請
負
（
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）
第
一
四
巻
』(

ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
九
年
）
七
一
三
〜
七
一
四

頁)

。
前
掲
東
京
地
判
平
成
四
年
一
一
月
三
〇
日
判
タ
八
二
五
号
一
七
〇
頁
も
、
注
文
者
の
、
民
法
第
五
四
三
条
の
規
定
に
も
と
づ
く
解

除
を
否
定
し
、
民
法
第
六
四
一
条
の
解
除
を
肯
定
す
る
実
質
的
根
拠
を
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
…
…
右
事
実
に
よ
れ
ば
、

本
件
解
除
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
五
日
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
原
告
が
工
事
の
中
止
命
令
を
出
し
た

同
年
六
月
二
四
日
こ
ろ
に
、
既
に
原
告
、
被
告
間
の
信
頼
関
係
は
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
中
止
命

令
を
出
し
た
こ
ろ
倉
本
が
被
告
に
対
し
て
述
べ
て
い
た
ク
レ
ー
ム
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
と
廊
下
と
の
段
差
等
二
、
三
の
事
項
に

す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
」｢

を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
原
告
が
、
も
と
も
と
被
告
に
対
し
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
上
に
、
被

告
が
原
告
の
要
求
ど
お
り
の
工
事
を
し
て
い
な
い
と
し
て
不
満
を
募
ら
せ
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
約
四
か
月

間
話
合
い
が
な
さ
れ
た
が
、
結
局
折
り
合
い
が
付
か
ず
、
原
告
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示
に
至
っ
た
経
緯
に
鑑
み
る
と
、
原
告
が
本
件

解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
の
は
、
表、
向、
き、
は、
債、
務、
不、
履、
行、
を、
理、
由、
と、
す、
る、
も、
の、
で、
あ、
る、
が、
、
実、
質、
的、
に、
は、
、
被、
告、
に、
対、
す、
る、
不、
信、
感、
が、

解、
消、
で、
き、
ず、
、
も、
は、
や、
被、
告、
に、
よ、
る、
本、
件、
工、
事、
の、
継、
続、
を、
断、
念、
し、
て、
原、
、
被、
告、
間、
の、
契、
約、
関、
係、
を、
解、
消、
し、
た、
い、
と、
の、
理、
由、
に、
よ、
る、
も、
の、

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
原
告
の
本
件
解
除
の
意
思
表
示
は
、
民
法
六
四
一
条
の
規
定
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示
を
も

含
む
趣
旨
で
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」(

傍
点
は
引
用
者
が
付
す
。）

(

�)

し
か
し
、
そ
の
前
半
部
分
で
は
、
信
頼
関
係
の
破
壊
と
と
も
に
、「
Ｘ
の
意
向
に
沿
っ
た
建
物
を
建
築
す
る
と
い
う
契
約
目
的
達
成

自
体
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
、
こ
れ
を
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

れ
ば
（
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
①
③
の
付
随
的
債
務
を
考
慮
す
れ
ば
、
注
文
者
の
意
向
に
沿
っ
た
建
物
を
建
築
す

る
と
い
う
契
約
目
的
（
債
権
者
利
益
）
の
達
成
で
あ
る
と
こ
ろ
の
要
素
た
る
債
務
に
準
じ
な
い
し
こ
れ
と
同
視
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る)

、
昭
和
四
三
年
判
決
の
法
理
に
よ
っ
て
も
充
分
に
処
理
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
付
随
的
債
務
の
違
反
を
考
慮
し
て
信
頼
関
係
破
壊
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
に
要
因
の
一
つ
は
、

賃
料
滞
納
と
か
、
書
面
に
よ
る
承
諾
の
な
い
借
地
上
の
建
物
の
譲
渡
の
如
く
、
一
義
的
明
確
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
広
中
・
前
掲
九
二
頁
参
照)

。
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第
四

任
意
解
除
権
の
流
用

一

債
務
不
履
行
解
除
と
任
意
解
除
権
と
の
関
係

い
わ
ゆ
る
「
流
用
」
の
許
否

本
稿
の
冒
頭
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
こ

で
の
問
題
は
、
請
負
人
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
た
注
文
者
の
契
約
解
除
に
対
し
て
、
請
負
人
の
側
か
ら
主
張
さ
れ
る
、
注
文
者

の
任
意
解
除
権
（
民
法
第
六
四
一
条
）
の
主
張
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
、
注
文
者
が
請
負
人
の
債
務
不

履
行
を
理
由
と
し
て
民
法
第
五
四
一
条
に
よ
っ
て
契
約
を
解
除
し
た
が
、
債
務
不
履
行
が
な
い
と
さ
れ
て
解
除
の
効
力
が
否
定
さ
れ

た
場
合
、
こ
の
解
除
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
注
文
者
の
任
意
解
除
権
の
行
使
と
し
て
解
除
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
、

と
い
う
問
い
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
点
に
つ
き
、
大
審
院
の
判
例
は
、
無
効
に
帰
し
た
解
除
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
の
効
力
が
生

じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
、
否
定
し
て
い
る
。

(

�)

学
説
も
、
通
説
的
見
解
は
、
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
注
文
者

の
解
除
権
は
、
注
文
者
の
利
益
を
考
慮
し
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
解
除
に
際
し
て
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
義
務
が
あ
る
こ

と
、
債
務
不
履
行
な
し
と
し
て
解
除
の
意
思
表
示
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
仕
事
を
継
続
す
る
請
負
人
の
不
利
益
に
な

る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
判
例
に
賛
成
し
て
い
る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
下
級
審
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
裁
判
例
以
外
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
、
債
務
不
履
行
解
除
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
に
任
意
解
除
権
を
認
め
て
処
理
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

(
�)

他
方
、
委
任
の
場
合
に
は
、
判
例
も

(

�)

学
説
も
、
債
務
不
履

行
解
除
が
無
効
な
場
合
で
も
民
法
第
六
五
一
条
に
よ
る
解
除
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
委
任
が
当
事
者
の
信
頼
関

係
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
相
手
方
の
態
度
に
疑
念
を
抱
い
て
解
除
し
た
以
上
、
債
務
不
履
行
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
委
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任
関
係
を
終
了
さ
せ
る
の
が
当
事
者
の
通
常
の
意
思
に
適
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

請
負
契
約
に
お
い
て
も
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
す
る
類
型
が
あ
り
、
し
か
も
、
債
務
不
履
行
に
該
当
す
る
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
注
文
者
・
請
負
人
間
の
信
頼
関
係
破
壊
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
注
文
者
と
し
て
は
、
委
任
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
請
負
契
約
の
維
持
を
こ
れ
以
上
期
待
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
請
負
契
約
を
終
了
さ
せ
る
趣
旨
を
含
む
と
解
す
る

こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仕
事
完
成
前
に
注
文
者
が
請
負
人
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
解
除
し
て
き
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、
さ
ら
に
、
民
法
第
六
四
一
条
の
任
意
解
除
権
の
行
使
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
も
認
め
う
る
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

(

�)

二

民
法
第
六
四
一
条
の
流
用+
過
失
相
殺
規
定
の
類
推
適
用

し
か
し
な
が
ら
、
注
文
者
の
任
意
解
除
権
の
本
来
の
立
法
趣
旨

は
、
注
文
者
に
と
っ
て
不
要
と
な
っ
た
仕
事
を
完
成
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
請
負
契
約
の
特
殊
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
民
法
第
六
四
一
条
は
、
契
約
の
拘
束
力
（
契
約
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
対
す
る
重
大
な
例
外
で
あ
る
か
ら
、

ま
っ
た
く
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
は
な
く
、
解
除
に
合
理
性
を
必
要
と
し
、
①
注
文
者
に
と
っ
て
完
成
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
場
合

の
み
な
ら
ず
、
②
仕
事
は
必
要
で
あ
る
が
、
経
済
的
理
由
か
ら
仕
事
の
完
成
を
望
ま
な
い
場
合
、
③
請
負
人
に
債
務
不
履
行
は
な
い

が
、
信
頼
関
係
が
失
わ
れ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
そ
の
請
負
人
に
よ
る
仕
事
の
完
成
を
望
ま
な
い
場
合
、
が
通
常
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

(

�)そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
解
除
事
由
の
う
ち
、
確
か
に
①
②
は
、
も
っ
ぱ
ら
注
文
者
側
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
③

の
場
合
は
、
た
と
え
そ
の
信
頼
関
係
の
喪
失
が
債
務
不
履
行
と
評
価
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
の
解
除
を
、
す

べ
て
注
文
者
側
の
事
由
と
し
て
処
理
し
、
民
法
第
六
四
一
条
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
、
常
に
注
文
者
に
損
害
賠
償
義
務
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を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
公
平
（
衡
平
）
で
は
な
い
。
し
か
も
、
個
々
の
付
随
的
債
務
の
不
履
行
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
り

信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
し
て
解
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
流
用
」
を
認
め
る
場
合
に
は
、
な
お
一
層
不
公
平
な

結
果
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
以
前
の
裁
判
例
と
異
な
り
、
最
近
の
裁
判
例
が
、
民
法
第
六
四
一
条
の
流
用
と
同

時
に
同
第
四
一
八
条
を
類
推
適
用
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
に
も
と
づ
き
、
当
事
者
の
利
益
状
態
を
公
平
に
処
理
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(

�)

大
判
明
治
四
四
年
一
月
二
五
日
民
録
一
七
輯
五
頁
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
八
月
八
日
判
夕
四
二
九
号
三
三
頁
。
な
お
、
大
判
大
正
一

五
年
一
一
月
二
五
日
民
集
五
巻
七
六
三
頁
。

(

�)

鳩
山
秀
夫

『

増
訂
日
本
債
権
法
各
論
下』

(

岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）
六
〇
三
頁
、
末
川
博

『

債
権
各
論
第
２
節』

(

岩
波
書
店
、

一
九
四
一
年
）
二
九
二
頁
、
我
妻
・
前
掲
書
六
五
〇
頁
〜
六
五
一
頁
、
広
中
俊
雄『

債
権
各
論
講
義
第
六
版』

(

有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）

二
七
五
頁
、
星
野
英
一

『

民
法
概
論
Ⅳ
（
契
約)』

(

良
書
普
及
会
、
一
九
八
六
）
二
七
〇
頁
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
処
理
は
、
下
級
審
に
お
い
て
は
、
既
に
か
な
り
以
前
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。

①
福
岡
地
判
昭
和
三
六
年
八
月
三
一
日
下
級
民
集
一
二
巻
八
号
二
一
六
六
頁
は
、「
催
告
並
び
に
契
約
解
除
の
意
思
表
示
の
当
時
原
告

に
履
行
遅
滞
の
責
が
あ
つ
た
も
の
と
は
認
め
難
く
、
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
右
契
約
解
除
は
そ
の
努
力

マ

マ

（
効

力
？
）
を
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
請
負
契
約
に
あ
つ
て
は
民
法
六
四
一
条
に
よ
り
、
請

負
工
事
未
完
成
の
間
は
注
文
者
は
何
時
で
も
損
害
を
賠
償
し
て
（
但
し
解
除
と
同
時
に
損
害
賠
償
の
提
供
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解

さ
れ
る
）
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
訴
外
組
合
の
前
記
契
約
解
除
は
原
告
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
と
し

て
は
無
効
で
あ
つ
て
も
、
右
民
法
所
定
の
解
除
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
両
者
の
解
除
は
、
そ
の

効
果
に
お
い
て
多
少
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
訴
外
組
合
の
真
意
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
原
告
と
の
請
負
契
約
の
存
続
を
欲
せ
ず
、
右
契

約
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
い
わ
ゆ
る
無
効
行
為
の
転
換
の
法
理
を
適
用
す
る
に
支
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障
は
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
。

②
広
島
地
判
昭
和
四
四
年
七
月
一
一
日
判
時
五
七
六
号
七
五
頁
は
、「
本
件
工
事
の
注
文
者
た
る
被
告
が
請
負
人
た
る
原
告
が
未
だ
本

件
工
事
を
完
成
し
て
い
な
い
昭
和
三
五
年
一
〇
月
末
頃
本
件
請
負
契
約
を
解
除
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
右
被
告
の
解
除

は
請
負
人
た
る
原
告
の
竣
工
遅
延
等
の
債
務
不
履
行
を
原
因
と
す
る
解
除
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
件
請
負
契
約
が
原
告
の
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
た
旨
の
被
告
の
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
る
と
こ

ろ
、
被
告
の
前
項
認
定
の
契
約
解
除
は
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
同
条
の
規
定
上
被
告
に
お
い
て
原
告
が
解
除

に
よ
り
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
い
う
。

③
東
京
高
判
昭
和
四
七
年
五
月
二
三
日
判
時
六
八
一
号
五
〇
頁
（
倉
田
卓
次
裁
判
官
）
は
、「
…
…
原
告
の
被
告
に
対
す
る
本
件
契
約

上
の
債
務
は
金
銭
債
務
で
あ
っ
て
履
行
不
能
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
右
の
よ
う
な
催
告
を
伴
わ
な
い
解
除
は
効
力
を
生
ず
る

に
由
な
い
。
他
方
、
本
訴
に
お
け
る
原
告
の
解
除
は
、
定
期
行
為
に
お
け
る
期
限
徒
過
に
基
づ
く
被
告
債
務
の
履
行
不
能
を
理
由
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
催
告
に
関
し
て
は
右
と
は
別
論
で
あ
る
が
、
原
告
か
ら
の
第
一
回
代
金
の
支
払
に
つ
い
て
の
認
定
が
先
に
第
三
節
で
判

示
し
た
と
お
り
で
あ
る
以
上
、
双
務
契
約
上
の
地
位
を
保
有
す
る
被
告
の
債
務
の
不
履
行
を
被
告
の
責
に
帰
す
べ
き
も
の
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
、
原
告
の
解
除
の
意
思
表
示
も
、
右
の
意
味
で
は
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
／
然
し
な
が
ら
、
民
法

第
六
四
一
条
に
よ
り
、
注
文
者
は
仕
事
未
完
成
の
間
は
請
負
人
の
損
害
―
既
に
支
出
し
た
費
用
と
仕
事
を
完
成
し
た
場
合
の
得
べ
か
り
し

利
益
の
喪
失
ー
を
賠
償
し
て
契
約
の
解
除
を
な
す
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
の
意
思
表
示
に
右
の
解
除
の
効
果
を
認
め
え
な
い

か
否
か
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
判
例
や
学
説
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
が
、
当
裁
判
所
は
、
本
件
の
場
合
に
は
こ
れ
を
肯
定
し
う

る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
／
思
う
に
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
民
法
第
五
四
一
条
の
解
除
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
伴
う
の
を
通
常
と
す

る
の
に
反
し
、
前
記
条
文
に
よ
る
注
文
者
の
解
除
は
、
逆
に
相
手
方
の
損
害
賠
償
請
求
を
当
然
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
著
る
し

く
制
度
上
の
本
旨
と
効
用
を
異
に
す
る
か
ら
、
一
般
に
両
者
間
の
相
互
流
用
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
然
し
な

が
ら
本
件
被
告
の
請
求
は
、
注
文
者
す
な
わ
ち
原
告
の
本
訴
に
お
け
る
解
除
の
主
張
の
後
に
、
反
訴
請
求
と
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、

『
既
に
支
出
し
た
費
用
と
仕
事
を
完
成
し
た
場
合
の
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
』
と
を
損
害
と
し
て
主
張
し
、
そ
の
賠
償
を
求
め
る
に
あ
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っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
反
訴
に
お
い
て
被
告
が
独
自
に
主
張
し
た
契
約
解
除
原
因
の
成
否
と
は
別
に
、
本
訴
に
お
け

る
原
告
の
解
除
の
主
張
を
民
法
第
六
四
一
条
の
解
除
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
援
用
す
る
旨
黙
示
的
主
張
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
、
本
件
原
告
は
、
そ
の
後
の
経
過
を
含
む
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
、
被
告
の
右
援
用
を
争
わ
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
前
記
一
般
論
と
異
な
り
、
原
告
の
解
除
に
同
条
の
解
除
と
し
て
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る

被
告
の
損
害
賠
償
も
、
同
条
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
成
否
を
判
断
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う
。

④
京
都
地
判
昭
和
五
八
年
一
〇
月
六
日
判
時
一
一
〇
八
号
二
九
頁
は
、「
被
告
が
工
事
に
着
工
後
完
成
す
る
前
に
原
告
が
履
行
遅
滞
を

理
由
に
契
約
を
解
除
し
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。
ま
た
、
原
告
主
張
の
履
行
遅
滞
が
存
し
な
か
っ
た
こ
と
は
前
項

に
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
被
告
主
張
の
と
お
り
、
原
告
の
解
除
の
意
思
表
示
は
民
法
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
と
み
る

べ
き
で
あ
り
、
原
告
は
被
告
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
。」
と
す
る
。

⑤
東
京
高
判
昭
和
五
九
年
一
一
月
六
日
判
字
一
一
三
八
号
八
五
頁
は
、
「
民
法
六
四
一
条
は
、
請
負
契
約
に
つ
い
て
、
注
文
者
に
何
時

で
も
そ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
注
文
者
が
請
負
人
に
債
務
不
履
行

が
あ
っ
た
と
し
て
民
法
五
四
一
条
、
五
四
三
条
に
基
づ
い
て
な
し
た
解
除
の
意
思
表
示
が
そ
の
債
務
不
履
行
責
任
が
成
立
し
な
い
と
の
理

由
で
効
力
を
生
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
無
効
行
為
の
転
換
な
ど
の
法
理
を
適
用
し
て
、
当
然
に
民
法
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
の
効
果
を

認
め
る
と
き
は
、
自
ら
の
債
務
不
履
行
責
任
が
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
仕
事
の
継
続
を
し
た
請
負
人
を
不
当
に
害
す
る
結
果
と
な
り
、
相

当
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
右
契
約
解
除
の
意
思
表
示
が
民
法
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
の
効
果
を
生
じ
た
と
す
る
第
一
審
原
告
の
主
張

は
採
用
し
得
な
い
。」
と
し
て
判
例
・
通
説
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、「
次
に
、
右
解
除
に
民
法
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示
が
含

ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
。」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
を
認
め
て
い
る
。「
第

一
審
原
告
は
右
解
除
（
注
―
履
行
遅
滞
を
理
由
と
す
る
）
の
意
思
表
示
に
先
立
っ
て
、
第
一
審
被
告
が
工
事
内
容
の
変
更
に
応
じ
な
い
の

で
あ
れ
ば
工
事
の
再
開
を
了
承
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
右
変
更
に
応
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
業
者
に
請
負
わ
せ
た

い
と
の
意
思
を
第
一
審
被
告
に
対
し
再
三
に
わ
た
っ
て
表
明
し
、
第
一
審
被
告
も
第
一
審
原
告
と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
か
ぎ
り
、
建
物

を
完
成
し
て
も
第
一
審
原
告
が
こ
れ
を
受
領
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
互
い
に
話
合
い
の
つ
か
ぬ
ま
ま
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
工
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事
が
中
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
第
一
審
原
告
の
右
解
除
の
意
思
表
示
に
は
、
も
は
や
第
一
審
被
告

に
は
仕
事
の
完
成
を
さ
せ
ず
、
第
一
審
被
告
に
よ
る
工
事
の
再
開
を
断
念
し
て
両
者
の
契
約
関
係
を
清
算
し
た
い
と
の
意
思
の
表
明
も
含

ま
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
と
す
れ
ば
第
一
審
原
告
主
張
の
と
お
り
予
備
的
に
民
法
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示
が

な
さ
れ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
。

⑥
前
掲
東
京
地
判
平
成
四
年
一
一
月
三
〇
日
判
タ
八
二
五
号
一
七
〇
頁
は
、「
請
負
契
約
に
お
い
て
は
、
注
文
主
は
、
目
的
物
完
成
前

で
あ
っ
て
も
、
目
的
物
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
り
、
請
負
人
が
期
日
ま
で
に
約
定
ど
お
り
の
目
的
物
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
も
は
や
契
約
関
係
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
注
文
主
に
と
っ
て
酷
で
あ
っ
て
相
当
で
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、

民
法
五
四
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
負
契
約
を
解
除
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件
で
認
め
ら
れ
る
不
良
箇
所
は
、」｢

い
ず
れ

も
修
補
あ
る
い
は
や
り
直
し
の
可
能
な
瑕
疵
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
解
除
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重
大
な
瑕
疵
で
あ
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
関
係
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
注
文
主
に
と
っ
て
酷
で
あ
っ
て
相
当
で
な
い
場
合
で
あ
る
と
は
到
底
い

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
本
件
解
除
の
意
思
表
示
は
、
民
法
五
四
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
解
除
と
し
て
は
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
／
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
六
四
一
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
注
文
者
は
建
物
完
成
前
で
あ
れ
ば
何
時
で
も
自
由
に
請
負
契

約
を
解
除
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
解
除
の
意
思
表
示
が
同
条
に
基
づ
く
解
除
の
意
思
表
示
の
趣
旨
を
も
含
む
も
の
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
同
条
に
基
づ
く
解
除
と
し
て
そ
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う
。

(

�)

大
判
大
正
三
年
六
月
四
日
民
録
二
〇
輯
五
五
一
頁
。

(

�)

我
妻
・
前
掲
書
六
八
九
頁
。

(

�)

末
弘
嚴
太
郎

『

債
権
各
論
（
全)』

(

有
斐
閣
、
一
九
一
八
年
）
七
一
八
頁
（
注
六
一
）
は
、
民
法
第
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
は
、
同

第
五
四
一
条
に
よ
る
解
除
と
は
別
物
で
あ
る
け
れ
ど
、｢

本
条
ハ
解
除
ノ
為
メ
特
殊
ノ
要
件
ヲ
要
求
セ
ザ
ル
故
ニ
§
五
四
一
ニ
依
リ
テ
為

シ
タ
ル
解
除
ガ
無
効
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
本
条
ニ
依
リ
テ
有
効
ナ
リ
ト
主
張
ス
ル
ヲ
得
。
蓋
注
文
者
ハ
結
局
契
約
ノ
解
除
ヲ
欲
ス
ル

モ
ノ
ナ
レ
バ
ナ
リ
。｣

と
解
し
て
い
る
。

(

�)

栗
田
・
前
掲
書
七
一
三
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
何
ら
の
理
由
づ
け
も
必
要
な
い
、
と
す
る
見
解
を
通
説
と
い
っ
て
よ
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い
か
も
し
れ
な
い
（
幾
代
＝
広
中
（
打
田
・
生
熊
）
前
掲
書
一
七
〇
頁)

。

第
五

結
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
請
負
契
約
に
お
い
て
、
仕
事
完
成
後
に
主
と
し
て
問
題
と
な
る
瑕
疵
担
保
責
任
で
は
な
く
、
仕
事
完
成
前
に
お
い
て

注
文
者
が
請
負
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
つ
き
、
最
近
の
裁
判
例
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
と
り
わ
け
信
頼
関
係
破
壊
法
理
と
注
文
者

の
任
意
解
除
権
（
民
法
第
六
四
一
条
）
の
流
用
の
問
題
に
照
準
を
合
わ
せ
て
、
若
干
の
整
理
を
試
み
た
。
と
り
わ
け
、
注
文
者
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
解
除
手
段
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
注
文
者
は
請
負
契
約
の
維
持
を
期
待
で
き
な
い
も
の
と

し
て
、
そ
の
解
消
を
望
ん
で
い
る
点
で
共
通
性
を
有
す
る
も
の
の
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
が
妥
当
す
る
債
務
不
履
行
解
除
と
任
意
解

除
権
と
で
は
、
解
除
後
の
効
果
、
と
り
わ
け
損
害
賠
償
請
求
の
方
向
性
が
転
回
す
る
点
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
、
こ
の
た
め
の
考

慮
が
、
重
要
な
課
題
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
下
級
審
の
裁
判
例
は
、
こ
の
考
慮
を
、
民
法
第
四
一
八
条
（
過
失
相
殺
規
定
）
の

類
推
適
用
の
援
用
に
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
も
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
整
理
か
ら
、
新
た
な
解
釈
論
上
の
課
題
も
浮
上
す
る
。

ま
ず
、
信
頼
関
係
破
壊
法
理
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
付
随
的
債
務
の
内
容
を
、
請
負
契
約
の
目
的
、
と
り
わ
け
注
文
者
の
契
約

利
益
と
い
う
観
点
か
ら
、
裁
判
例
の
実
態
を
も
参
考
に
し
つ
つ
、
よ
り
構
造
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
仕
事
完
成
前
に
お
け
る
注
文
者
と
請
負
人
と
の
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
喪
失
の
場
面
を
公
平
に
処
理
す
る
た
め
に
、

こ
こ
で
の
責
任
の
在
り
方
を
オ
ー
ル
・
オ
ワ
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
で
は
な
く
、
両
者
に
公
平
な
危
険
（
責
任
）
分
配
を
す
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
民
法
第
四
一
八
条
の
類
推
と
い
う
法
的
構
成
に
よ
り
で
処
理
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
最
善
で
あ
る
の
か
、
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は
一
個
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
民
法
第
六
四
一
条
の
適
用
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
と
ま
で
は
な
ら
な
い
、
注
文
者
・
請

負
人
間
の
信
頼
関
係
の
喪
失
の
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
、
学
説
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
、
民
法
第
六
四
一
条
の
規

定
自
体
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
請
負
契
約
の
類
型
の
な
か
で
も
、
本
稿
で
問
題
と
し

た
建
築
請
負
（
建
設
工
事
）
契
約
や
電
算
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
の
よ
う
に
、
継
続
的
契
約
（
債
権
）
関
係
と
類
似
の
状
態
を
観
念
で

き
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
仕
事
完
成
前
に
お
い
て
信
頼
関
係
の
破
壊
な
い
し
喪
失
を
問
題
と
し
う
る
場
合
に
は
、
委
任
の
場
合
の
解
約
と

類
似
す
る
側
面
を
有
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
よ
り
細
分
化
し
た
利
益
衡
量
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
点
を
視
野
に
入
れ
た
、
民
法
第
六
四
一
条
に
お
け
る
要
件
論
・
効
果
論
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
点
を
筆
者
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
を
ひ
と
ま
ず
閉
じ
る
。
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���������oder ��	
���	�des Bestellers in der

Zeit vor der Fertigstellung des Werkes

Tsuyoshi HARADA

1. Der Dienstvertrag hat eine zeitlich gestreckte, gleichbleibende

Leistungserbringung zum Gegenstand. Anders als beim Dienstvertrag sind

die Leistungen beim Werkvertrag auf das Ziel des Erfolges aller

unternehmerseitigen �����	��	gerichtet, der sich zum Zeitpunkt der

Abnahme der Leistungen einstellen soll. Vor diesem Zeitpunkt hat es daher

���	
��������allein der Werkunternehmer in der Hand, in welcher Weise

und mit welchen Mitteln er erreichen will, dass seine Leistungen zum

Abnahmezeitpunkt dem Besteller ��	���������zur �������	�stehen. Die

��	�����	��������������n des Bestellers im Leistungserstellungszeitraum

sind also 
������	����begrenzt.

2. Der Werkvertrag ��������������� zu den auf einen punktuellen

Leistungsaustausch gerichteten�����
�������	����	. Er weist doch wie z.B.

beim Bauvertrag ����	���������������������	Besonderheiten auf.

Dabei ist ���den Werkvertrag nicht nur charakteristisch, dass eine

bestimmte Zeit bis zur Fertigstellung des Werkes vergeht, sondern auch

dass in dieser Zeit das Werk erst unter der Verantwortung des

Werkunternehmers hergestellt werden muss, und deshalb die  ���������	

des Werkunternehmers und das Vertrauen des Bestellers in diese

 ���������	von erheblicher Bedeutung sind. Betrachtet man daher die

Dauer der Zeit, die bei der Anfertigung des Werkes���	
��������vergeht, so

��		�	�����	
dieser Zeit !����	
�eintreten, die den Besteller zur

Beendigung des Werkvertrages veranlassen. Solche!����	
���		�	darin

liegen, dass der Besteller nun das Werk nicht mehr��	�����, sie��		�	aber

auch in einer �����	� der Vertrauensgrundlage zwischen den

Vertragspartnern liegen.

3. Nun regelt das Japanische BGB (im folgenden JBGB), dass der

Ⅰ
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Besteller das �����������	�
�in der Zeit vor der Fertigstellung des Werkes

auf Grund der schuldhaften ���
�	������nach ��541, 543 JBGB und

�	���freiem Willen des Bestellers nach �641 JBGB �����	�kann. In der

Praxis ist aber die �����
�	��des ���������	�(oder der ���������) durch

den Besteller (Auftraggeber) wegen der ������� des

�	�����	���	�
������	� durch den Bauunternehmer von erheblicher

Bedeutung. In solchem Fall lassen einige Landesgerichte und

Berufungsgerichte dann den ����������	��� freiem Willen durch den

Auftraggeber zu, wenn die �������des �	�����	���	�
������	�durch den

Bauunternehmer auf die schuldhafte ���
�	������des Bauunternehmers

nicht zutreffen. Dabei wenden die Gerichte �418 JBGB analog auf diesen

Fall an.

4. Als mein Forschungsthema sollen die folgenden Standpunkte

herausgearbeitet werden.

(1) Voraussetzungen der �������des �	�����	���	�
������	�duch den

Bauunternehmer ���die schuldhafte ���
�	������.

(2) Die Geltung der Analoganwendung des � 418 JBGB sowie die

��	��������der Varaussetzungen und der Rechtsfolgen des �641 JBGB.

Ⅰ




